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概要 第1に カナダ平 衡交 付金の歴史は,「 制度項 目別」の頑健性 という視点か ら,誕 生 期

の標準税方式(1957～66年 度),発 展期 の代表 的税制方式(1967～2006年 度),成 熟 期の新定

式配分(2007年 度以 降)の3期 間に区分 できる。第2に 人 口1人 当た り実際支出の最高 ・最

低倍率は,各 州の規模の経済(人 口)と 広域の不経済(面 積)の バ ラ ンスで,1.24倍 と小 さ

い格 差であ ったか ら,単 段 階の税源調整制度が可能 であった。第3に 全国平均税率 の標準 税

収 と税率の異 なる実 際税収 との対比 によって,1人 当た り実際支出が高いケベ ックでは,所

得税 を超過課税 し,産 油州 のアルバ ータは,天 然資源の収入で一般売上税を課税 していない

ことが明 らかにできた。 そ して1人 当た り標準税収の 「都市化に よる逓増傾向」 は,高 度成

長か ら低成長下で鈍化するため,オ ンタリオ不交付の前提が,崩 壊するのである。第4に1999

年度 以降 のオ ンタ リオ不況で,交 付金総額 の対GDP比 がそれ までの1%前 後か ら,2003

年度0.7%ま でに急 落 したの は,総 額 の半分 を占めるケベ ックへの交付金 と2つ の大規模州

とい うカナダ固有 の特徴が,制 度項 目の 「中位5州 平均の ワナ」にはま った結果 である。 し

か し最後 に,カ ナダの連邦政府 は,簡 素な税源調整制度を維持 しなが ら,各 州 も,1人 当た

り実際支 出が他 の州 に比べて高 いときには,州 の所得税の超過 課税 で限界責任 を発揮 し,交

付金総額 の安定性 に挑戦 して いるのであ る。

キー ワー ド 制度変化,平 衡交付金, 代表的税制,連 邦 ・州 間財政調整法,超 過課税

原稿受理 日2013年10月1日

Abstract First of all, the history of the Equalization payments can be divided to 

the three periods of standard tax systems, from 1957-58 to 1966-67, representative 

tax systems from 1967-68 to 2006-07, and a new formula from 2007-08 to 2012-13. 

Second, the simplest revenue arrangement system has been maintained when com-

pared to the system in Germany. The ratio of the highest per capita expenditure 

of a province to the lowest is just 1.24 times because of the balance of each province 

between scale economies of higher population and diseconomies of wider area. 

Quebec had been financing higher per capita expenditures with a higher rate of in-

come tax and Albert had not introduced a general sales tax for the natural resource 

revenues. This was clarified by comparing provincial "revenue yield" based on the 

national average tax rate with "revenue base" of each provincial tax rate. Third, 

although the per capita provincial fiscal capacity is increasing in the province with 

higher populations, Ontario's non-receiving province changed to a receiving province 

in 2009-10 due to low economic growth in Canada. Fourth, the recession in Ontario 

caused a decline in the ratio of total amount of the Equalization payments to GDP 

from 1% in 1999-2000 to 0.7% in 2003-04. This was due to the trap of so-called per 

capita revenue yield of five provinces. Finally, both the federal government and 

provinces have challenged the stable total amount of the Equalization payments 

with a simple revenue arrangement system.

Key words institutional change, equalization payments

federal-provincial fiscal arrangements act,

, representative tax systems,

higher tax rate



カナダ平衡交付金の頑健な制度項 目と固有の揺 らぎ特性(中 井 。齊 藤)

1.単 段階の簡素な税源調整制度と新 しい3期 間区分

カナダの州間財政調整制度である平衡交付金は,各 州の財政需要を考慮 しない税源調整

制度であるが,1957年 度以降,垂 直的調整だけの単段階で類い希な簡素な算定方式を堅持

してきた。ところが,平 衡交付金は,基 準となる平均税収の取 り方や天然資源の算入率を

めぐって二転三転 しただけでな く,交 付金総額の不安定性によって2007年 度改革を余儀な

くされたのである。

これに対 し,ド イツの連邦 ・州間財政調整制度は,1970年 度に州間の水平的な調整だけ

の単段階から,連 邦か ら州への垂直的調整を含む多段階への移行によって,「 制度全体」

の頑健性(法 制度の継続年数の長さ)を 確保することができた(中 井,2007,第4章 皿節)。

したが って,カ ナダの平衡交付金は,「制度全体」の頑健性で ドイツのそれに劣るか もし

れない。

だが,第1に ドイツ連邦 ・州間財政調整の調整規模は,中 井 ・伊東 ・齊藤(2009)が 示

したように,税 収分割分や売上税補充分,拠 出金 ・交付金の水平調整分の3段 階の金額を

合わせて,2005年 度の対GDP比 が1.27%で ある(1)。これに対 し,カ ナダ平衡交付金の調

整規模は,誕 生期以来の垂直的な単段階の税源調整だけで,交 付金総額の対GDP比 は

1%前 後を確保 している。第2に ドイツ連邦 ・州間財政調整は,1人 当たり税収の上位州

と下位州が調整後でほぼ同じ水準になるように,徹 底的に歳入を均等化させている。これ

に対 し,カ ナダの上位州と下位州は,オ ンタリオやアルバータなどの不交付州があるため,

調整後でも,ド イツに比べてかなりの歳入の偏在度が残っている(2)。この違いが,カ ナダ

の簡素で大 らかな税源調整制度の特徴 といえよう。第3に1967年 度以降の代表的税制方式

などのように,「制度項 目別」の頑健性は確保されており,カ ナダの州間財政調整は,ド

イツのそれに比べて 「決 して劣位な制度ではない」のである。

(1)ド イ ツの 連 邦 ・州 間 財 政 調 整 の調 整 規模 は2005年 度,第1に 税 収 分 割 分101.4億 ユ ー ロ(所 得

税73.1億 ユ ー ロ,利 子 源 泉 税21.3億 ユ ー ロ,法 人 税7。0億 ユ ー ロ),第2に 売上 税 補 充 分114。4億 ユ ー

ロ,第3に 拠 出 金 。交 付 金 の 水 平 的 調 整 分66.3億 ユ ー ロで,そ の 合 計282.1億 ユ ー ロ は,2005年

度GDPの2兆2,211.8億 ユ ー ロに 対 して,1.27%で あ る。

(2)ド イ ツ連 邦 。州 間 財政 調 整 で は,渡 辺 ・近 藤(2002,15頁)が 指 摘 して い るよ う に,上 位4州

と下 位4州 の1人 当 た り税 収 が そ れ ぞ れ,調 整 前 に全 州 平 均 の1.052と0,845で あ っ た が,調 整 後

で は1.001と0,996と 徹 底 的 に歳 入 を 均 等 化 させ て い る。 これ に 対 し,カ ナ ダ の上 位3州 と下 位3

州 の そ れ は,そ れ ぞ れ 調 整 前 に全 州 平 均 の1.249と0.695で あ っ た が,調 整 後 で も1.179と0.951と,

ドイ ツ に比 べ てか な りの歳 入 の偏 在 度 が 残 って い る。 この 違 い が,カ ナ ダ の 簡素 で 大 らか な 税源

調 整 制 度 の特 徴 と いえ よ う。
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平 衡 交 付 金 に 関 す るわ が 国 の先 行 研 究 は,佐 野(1976)や 大 川(1982),石(1985)の

先駆 的 な調査 のほか,江 川(1994)や 岩 崎(1985,2002),池 上(2003,2010),持 田(2006),

中 井 ・齊 藤(2011)な ど一 連 の研 究 が そ れ ぞ れ の 時期 の制 度 変 化 を紹 介 して き た。 当然 の

こ と な が ら,カ ナ ダ に お い て も,例 え ばBoadwayandHobson(1993)が,純 財 政 便

益 の 理 論 と平 衡 交 付 金 の制 度 を融 合 して い る。 特 に,後 者 の制 度 面 で は,Perry(1997)

が1996年 度 ま で の歴 史 的 な 制 度 変 化 を論 じ,1957～76年 度 を ル ー ツ の時 代(第9章),77

～81年 度 を試 行 時 代(第10章) ,82～96年 度 を連 邦 政 府 に よ るイ ニ シ ャテ ィ ブの 時代(第11

章)の3期 間 に 区 分 して き た。

これ に対 し,本 稿 で もPerry(1997)と 同様 の 手 法 で,連 邦 ・州 間 財 政 調 整 法 や 平 衡

交 付 金 の 算 定 資料 に従 うが,第1に 「制 度 項 目別 」 の頑 健 性 と い う視 点 か ら は,本 稿 のII

章 の よ う に,誕 生 期 の標 準 税方 式(1957～66年 度),発 展 期 の代 表 的税 制 方 式(1967～2006

年 度),成 熟 期 の 新 定 式 配 分(2007年 度 以 降)の3期 間 に 区 分 した 方 が 説 明 しやす い。 な

ぜ な ら,Perry(1997)の ル ー ツ の 時代 は 本 来,標 準 税 方 式 の1966年 度 ま で で あ り,1967

年 度 か らの代 表 的税 制 方 式 は2012年 度 現 在 で も,継 続 して い る ほ ど,頑 健 性 が 高 いか らで

あ る。 ま た,Perry(1997)の よ うに1996年 度 ま で の 期 間 で は,平 衡 交 付 金 が憲 法 に 規 定

さ れ た1982年 度 で 区切 る こ と も考 え られ る。 だ が,2007年 度 以 降 の 新 定 式 配分 の 「3年 加

重 平 均 」 は,全 く新 た な制 度 項 目 で あ る た め,期 間 区 分 の 重 要 な 要 因 にな る。 この 期 間 区

分 の違 い が,本 稿 の 「第1の 新 た な試 み 」 で あ る。

第2に,本 稿 の よ うな期 間 区分 は,「 代 表 的 税 制 」 の よ うに,制 度 項 目別 の 頑 健 性(継

続 期 間 の 長 さ)と,「 平 均 基 準 」 の よ うな制 度 変 化(揺 らぎ)に 基 づ くが,こ れ を約50年

に わ た る連 邦 ・州 間 財 政 調 整 法 や 最 終 算 定 の エ クセ ル ・デ ー タ に よ って確 認 す る。 そ の 目

的 は,制 度 変 化 が,簡 素 な算 定 方 式 の 「税 源 調 整 」 自体 に問 題 が あ るの か,そ れ と も豊 富

な天 然 資 源 や 「オ ンタ リオ 不 交 付 の 前 提 」 の よ うな カナ ダ固 有 の 「揺 ら ぎ特 性 」 に起 因 す

る の か を検 証 す る こ と に あ る。 この 検 証 が,本 稿 の 「第2の 新 た な試 み」 で あ る。

第3に,平 衡 交 付 金 の先 行 研 究 は,国 の 内 外 を 問 わ ず 多 い が,な か で もBoadwayand

Hayashi(2004)やDahlby(2008)が 簡 素 な 算 定 方 式 に起 因 す る 「交 付 金 総 額 の不 安 定

性 」 を指 摘 して きた。 この不 安 定 性 の 最 近 の 事 例 で は,交 付 金 総 額 の対GDP比 が,1999

年 度 の1。1%か ら2003年 度 に0.7%に 落 ち込 ん だ た め,急 遽,2004～06年 度 は0.8%相 当 の110

億 ドル の総 額 配 分 へ の 移 行 措 置 を と った こ とが あ げ られ る。 この 間,新 た な制 度 の あ り方

が,専 門 委 員 会(ExpertPanel,2005,2006)で 議 論 さ れ,2007年 度 改 革 に つ な が った

の で あ る。
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以上の点を踏まえるならば,皿 章のデータ分析では,第1に 各州の財政需要を考慮 しな

い税源調整制度が,な ぜカナダで可能なのかを検証する。第2に,ど の州がどの税目の超

過課税や軽減措置で税率操作権を行使 しているのかは,従 来の表面税率の州間比較では不

十分であり,全 国平均税率に基づ く標準税収と税率の異なる実際税収との比較でより正確

に把握できることを明らかにする。第3に,交 付金総額の不安定性は,2つ の大規模州 と

いう 「カナダ固有の特性」だけでな く,「中位5州 平均のワナ」 という制度項 目に起因す

ることを確認する。これ らのデータ分析が,本 稿の 「第3の 新たな試み」なのである。

H.代 表的税制 とオ ンタ リオ不交付 の前提

1.制 度 項 目別 の頑 健 性 と条 項 のV字 型 変 遷

(1)誕 生 期 の 標 準 税 方 式 と単 段 階 の 税 源調 整 制度

法 制 度 は,言 う まで もな く,各 条項(制 度 項 目)か らな って お り,経 済 社 会 の変 化 に対

応 して,改 定 され る。 そ の な か で,改 定 され ず に長 期 間継 続 した 制 度 項 目 は,「 頑 健 性 が

高 い」 と評 価 され,そ の 法 制 度 に 不可 欠 な本 質(特 質)を 表 す こ とに な る。 そ して,法 制

度 は,頑 健 な 制 度 項 目 に よ って期 間 区分 で き,現 行 制 度 の本 質 的部 分 と新 た に追 加 され た

「制 度 変 化 」 に分 け る こ と が で き る の で あ る。

制 度 項 目 の頑 健 性 を 確 認 す る た め,平 衡 交 付 金(EqualizationPayment)の 根 拠 法 で

あ る連 邦 ・州 間 財 政 調 整 法(Federal-ProvincialFiscalArrangementsAct:以 下,法

ま た は 財政 調 整 法)の 条項 の推 移 を見 る こ とか ら,分 析 を始 め よ う。 平 衡 交 付 金 は,わ が

国地 方 交 付税 の 財源 保 障制 度 と異 な り,需 要 額 の よ うな行 政 ニ ー ズ を考 慮 しな い 「税 源 調

整 制 度 」 で あ る。 ドイ ツ の連 邦 ・州 間財 政 調 整 も,税 源 調 整 制 度 で あ るが,垂 直 と水 平 を

含 む 「多段 階」 で あ る。 これ に対 し,平 衡 交 付 金 は,人 口1人 当た り州 税 収 が 各 州 の 平 均

税 収 に不 足 す る州 に対 して,連 邦 政 府 が 不 足 額 を補 填 す る 「単 段 階 」 の 簡 素 な 税 源 調 整 方

式 で,こ れ が 「第1の 特 質 」 で あ る。 こ の方 式 は,そ の後 の 制 度 改 正 にお い て も,表1の

黒 枠 の よ う に,1972年 度 と82年 度4.(1)節 や2007年 度 の3.(2)節 に よ って 継 承 され,誕 生 期 か

ら現 在 で も維 持 さ れ て い るか ら,頑 健 な制 度 項 目 と いえ るの で あ る。 た だ し,平 均 税 収 の

基 準 の取 り方 や,平 衡 化 対 象 の税 目な ど は,誕 生 期 以 来,大 き く変 化 して きた 。

平 衡 交 付 金 は,表1の 網 掛 け の よ うに,1957年 の連 邦 ・州 間 「租 税 分 与 調 整 法 」(Tax

SharingArrangementsAct,1956,c.29,s.1,127-34:以 下,分 与 調 整 法)に 始 ま る〔31。こ

(3)例 え ば,法(1956,c.29,s。1,127-34)は,1956年,29章(chapter),

-105(273)一

1節(section),127-34頁/



表1

1957'畢度

連邦・州冊皿悦分与
可甍怯1957 全文
U筋. t"'」.111一叫
1956年'月31日

連邦・州間財政調法の推移

1.邦・州詞皿悦
"」
解黒?.1旋較
伯1年度.佃討寝大
1巨. b坂串甚,1田扣
紋艶Ⅱ即税レン,

協建, Kユ北画
とユーコン除(

1962年度

連邦・州問財政詞兼
法19引

【最幌詳定1舗S畠]
1970年1"

佐」人口
悍楓唯税皐と宴

効硬牢
3 Ⅱ攻付金:1鮎7
~田年度.仏皿榎早
柘交什金.1W安寔化
交付金,0皿税レン
,ル交付金
3.住岐介収人金

1967年度

連邦・州問財政調整
1主1967

第Ⅱ巻第2号

f最綻算定1967+8〕
1970年3月

4.劃1 ヒ
「上位ユ州早灼」

との払額

1972年度

連弗・州朋財政調整
怯1972 全京
09;ユ. C8 ' 1.6195)
1972作 3 打29旧

1 連弗.州間財政
詞監怯
解駅 2 定鞍
Φ年度,偲訂の州間酎
政皿整庄1970..前の
所偶悦生,@附哀大臣
.奴Ⅲ,値」t西卑州ι
ユーコノ除(
請1部 3 州収人
平劃交け全 72~76
年度まで4節を超え
るこしはできない。

(避択)
【A1 本交什金
{B司保証交付
也田迅加交付金
【C」益交竹全

1974年度

連邦.州罰尉敗幽聾怯1972
の己正(」141b文]
(1974-75. C65.1
1345-52)
」975'〒 7月30日

〔最典算定1974-?5]
19π'b 9月

<3税Ⅱ>
2.ι1訂^丹艶
姻担牟斯将臭率:」0
2 111d嵐原扶人硬
(.^人授率:9

197フ、81年度

連邦・州府財政m蛙・高専
壮育・保口註」9井己正
(」98081+H3. C46
31 1163〕
1981"2目19日

[最峡算定19力ーフ田
19e1年2月

(4税Ⅱ

幽轟罫税亭.,1%

{田巨単怯人長皐:,%

常扣鋭硬ユ.Ⅱ
"^扣続桓車:卸%

IU 、の
10】人口割合. 1b

収入ペース割令,
財政力不足.1d1財政
力可当,佃}「全州早

の

1982年度

連邦.州冊酎政加整・高等鞍"・保健庄197フ
(1980-81゛2-83 C 94 ' 1.2933-47〕
1082年4月7 "

16硬目
1旦】研将硬
似昆人悦

亀収人4

{d1先上挽

Φ収人ペース
で畑定

n堤串扣峡熨車:釦%如相艶開与梗

化12】
帽坏足仰

杷旧動凱燃料畏

H旧動m免許悦

総天塾

②19悦目
1五]所1咋悦
山]該人税

山栖悦

規Ⅱ1」

3.平劃交{1金 82~86年度まで 4節を曲
えることはできない。

帥%算A

IC】克上悦

改正

19餌"度

連邦・州問財政畑
甍・高抑敏fr・保健
吐1977 改正
09B4 t 13.6 D
1984'ト 6 "フ"

ぱ向動Ⅲ也料悦

制嚢林取人
ω石杣税

他泊動Ⅲ免許唖

<22悦目>
Ⅱ}所1斗悦
12}怯人税

Ⅱ1酒税

解駅.1?]

t3」力芯上悦

1即憾按侃険料
ω相続断与悦
11」載皿税
ω轟林収入
ιω石抽税

゛Ⅱj

との差額

b】天熱ガス税

14】自動血世料悦

15泊動Ⅲ免許税

<29悦目)
Ⅱ1所10悦
121i主人悦

2 佐1北西亀州と
ユーコノ酔く

1励酒悦

佃公右地m地権煩売 m公打地併地権販完
Ⅱ1モの他石柚.ガス m】モの他石油.ガス

解駅 412]

の足

収人ペース

1引完上税
M1たばこ税
151ガソ"ン慢
161ディーゼル税
Π1自象j昇Ⅲ免許瞬
帽}営業用Ⅲ免計税
19」スビ,」学ノ
0.ワイン
ⅡⅡビール
仰恨廻保険料
仰相鞭樹与税
卯蝕皿税
佃轟林収人
(D'16)公有地石油
(q 17)私有地石舶

m氏椋侃険料
侶1相祭断与税
伯1疑皿税
00立舛収入
(k Ⅱ)公有地石油
(k ! 12)キι有地石Ⅷ1

如,金邑・非金導鯨山税{0】企匡・非金偶航山悦

川天弐ガス税

Φ,田十灼悦串
⑦1人当土り螺串悦収

.鵠悦目

m1水力見電所所将悦

伯]モの他州税
tp]州の雛収人

(bD賓本悦

U'13)公有地天無ガス(「18)公有地式然ガス佃田内ス処ガス
(11N地有地天鷺ガス(5.19)私有地天熱ガス 1封輸出式然ガス

1動水力晃握所所栂悦仰水力晃壯所所掘悦

杓1軸与視

<1962年度以降.分
析計象外>
5 去定化交付金

(m 15)会有馳住亀顧亮の公有馳俳地権販売
("'16)モの他石れh.(U.2Dξめ他石抽・ガス
ガス[改正]
0力金住・井金住駄山税(V22)圭鼠・非金鳳詑山晩

Ⅲ州の雑収人
幅1優先株分与硬

m]斬石抽悦
(DD古石加悦
(P2)量抽税
円]擇畑石加悦

.鵠悦目 m~鮎坪度
Ⅱ]所将悦
佗」庄人税
131賣本税
14]つで上税
15]允ばこ悦
16]ガノ"ノ税
n】ディーゼル税
侶]訂家用」H免許税
円]営粛州」"免許悦
U0スピリ,ソ
UDワイン
0色ビール
備医按保険料
仙相綻鮒与税
冊豊叫悦
冊導林収入
仰新石抽硬
始古石杣悦
四皿抽税
m採据石油税

股モの他州畏
(r 帥洲の輕収A[改田
伽優先株分与硬
口学校目め硬

*幣の分析対象外
皿覗レン,ル交件圭
目疊レ庁ι島定.雌首
和税徴収協定
州法人税
規則

化取人
住]相鞍酬与硬π卑

73仔度?"乎E,.
74作度以釋3"平均
制公右地m地権販
光 3年平均

の水力突唯所所偶悦
伽保険税
四軸与税

田モの他州悦

臼優先株分与税
伽学校目め税
の宝くじ悦

4円]上交け企成Ⅱ皐

住〕財政塀聾庄 2000.C3565).(2卯1.C193 D.(2帥2.C7.317ω.(2卯3C15.$3).(2004C43 D は.小さ,'改正のため竹酢した.ナ'お,庄令の*確認の".度は.[最勝算定]の川Uであり

は筆おが心加し.太隷の口が主に最終算定で遭択された条項で島る.

1"所) D.Nrιm゛ηt or J山tlc. C血".do (告年度顧). F団or宜1.pr0Ⅵncjol F】叩I ATro"卓Cm゛nt' ACι,より筆者竹域.

4 t4】人口

化象駁人
4' 13】化)公有地備姑
掬販完 3"亭幽瞰正]

13Kd]
古 (k D Ⅱ】 U D.

In1の項目基'
の

"】P0如5h以外の金店
(U DP0軸き、戯産税

4円]b 金額の劇戡

化b〕モの他州侵
住1州・地力財産悦

邑D基本収人
(k D. U】.(1 D1M1M

'叫悦目.(' 2)迅加
収人.(43)り'傑収
人が鵡'収人より小
さい場合

4 1?×0岬有北坪亀1ιA
1動、1SI. tul, 1Ⅵ石

ガスの50%算人
(敦D公有地併地権
最売 197フ・7鉾度50

79年度25,'.
口

非金庄鯨憲税

C"国内天熱ガス
の愉出天熱ガス

の公右馳佑地権販売
伽モの他石Ⅷ1.ガス

④平畜化対象収人

四P0山5h以外の金
圧・冴金皿鉱産税
伽P0ι直幼忙産悦
m水力発電所所得換
伽保険悦
臼軸与悦

4 促】定襲の訂正

酷モの他州税

晒優先株分与悦
団州・市町村財産税
例宝くじ極

4 伯1市町村財憲畏キ

4 161下段交付金 t卓】弱非度を除(欄~86
畢凌.1b玲5年度忙Ⅱ人、たり収人割が全州
乎均の70%以下の堪合,前年度の95%.似]フ
一气の ιe15 の

4(61〕駅【UI _六り収人が州」
の

.17」珍行十 181 と1旦】82

.?フ~81年度平均垳加類の合計,1b欄年度
け①+②X5/3.1C垢4仔度はΦ+②X ?
41剖本と一y 什金のより火きい全

4円1交付制阪担佃
人所将の全州平E」超
寸ノリオ

106 (274 )ー

゛皿牲畑人所悍のま定

6
7
8
9
」



19B7'畢度

連邦・州問財政調
整・高キ急訂・保位
庄1977 改正
(1987. C 14.337フ)
1987年4月M日

カナダ平衡交付金の頑健な制度項目と固有の揺らぎ特性(中井・齊藤)

1992年度

連邦・州朋財政m
整・高等最ガ・保雌
払1977 改正
a992.C I0.= D
1992,畢 4月9日

? 121北西串州ι
ユーコン除く
3 平畜交H金 8
、92年度まで4 血を
超えることはできな
{、.

199.年度

連邦・州問財政切
整・高寺敏官・保健
怯1977 ψ正
(1994.C 2.' D
1卯4年3月24日

2 Ⅱ】粗悦徴収陥
定連邦と州の行政
嶋定

3 平奇交什企 9
~93罪度まで 4仰を
可えることけできな
い.

4 Q D梱1算定交{゛
金ι規則82×05の
合計. 1b】ゼロのとち
らか大きい力

1卯9年度

連邦・州間財政m監
改正

0999.C U.' 1)
19的年3月25日

3.平衝交付金 94
~98年度まで4節を
超えることはできな
ι、.

2伽4年度

連邦・州問財政畑整
'改正

(2卯4 C22.ヨ 2)
2卯.".5月140

4 t21悦目
32税Ⅱ

3.平翁交{1金

帥05年度

連邦・州問財政詞載
改正

(2卯5.t 7.$1)
2卯5年3"10U

(算定の捗行抽m
40 D99年度
規Ⅱ11卯X20%
4 a 2〕00年世
規則99×40%
403)01'ギ度
畑則卯X60%
4 a 4)02"度
I ×8%

3 平街交什金

2^年度

連邦・州朋財政m整
庄改正
(2006.C 4、S 182)
2卯6年1男 1 目

m柑袋酬与税の庚止

401交11金の計算
11×(A+B+C)/3

'(1DⅢ抹度交付全
4(12)05年度交付金
4(13)帖年度交付金

ω酒悦に統合

3 平西交什金

2007年度

'邦・州冊財政m整
改正

(2007C29工62)
2卯7" 6月?2日

4 Ⅱ玲4年度交Ⅱ金

゛ t2133税目(0~15 )
'田所栂悦
1励庄人税
川寶本税
ぱ売上税
化1たばこ税
Ⅱ1ガリリン税
卿チ'ーゼル税
1田自家用白動東免詐
b1営業川自動Ⅲ免許
U1柄税

3 平衡交付金

4偲1定輕

2α扮年度

連弗州問財政m載
庄全文
(2009.C 2.33B3)
行怯

U剖下阪交什金
U7淀義
Φ中位5州平均
U創閖笥の定義

妃 1住
3 衡交Ⅱ金

ヨ1 m偲度交{よ金

】.連弗・州問財政
劇整託
解駅 2 U1定益'
Φ、金. 12]」ヒ西揃州,
ユーコン,ヌナプ,
ト除く 131人口.(3 D
GDP. W1関連怯

4.促幻.年度交付金
1卯位ドル
恬馴年度迫加交

イ,金 SK. BC
.Ⅱ1最綻算定

ι

1ω医醍保険料

(=1)軌叫唖
1"点林収入
m斬石杣悦
m1古石杣税
剛皿抽税
中Hネ拡石油硬
四}姉3田石仙悦
川第3府重抽悦
幅1ス然ガス税

如0平掛化対象収人
の詞堅
40OD平苗化対象
収人の澗整
4卯道択
4(Ⅱ D選択

1 キ+,
後最火交付金)3窒"
一鮫ルール(Φ本

1.1T+05R.
佃T 柁」交背金の選
択権劇可過附

捺 1邸
3.卑畜交付金

3.1 m年世交Ⅱ金

く本仙の分所対象外
姉1 】郎歯州交
付企
解駅

33秒行抽扱 BC

(不交什州の量低財

前量大宣什キ1為1
一般ルール(Φ本
則).10JT+05R,
{吋T 他j交Ⅱ金の避
択権偉1句過射源,

川公有地m地権匠売
1山モの他石抽ガス畏

3.4 1 岳

1宝臘釦の拝定
憎11 人出たり財

の'

川モの俺並産税
樹臭電所所得税
ぱ1保険悦
m軸与悦
1卦酎産悦
(1゛)州・市町村の

.サービス戚庭
(ユ5)優先株分与悦
(13)モの他ギ,ン
プル悦
(12)宝くじ悦
(τ5)NL沖合分与硬
イ15)NS沖合分与硬

33 甚行把皿: BC

<!遷択Ⅱ】柘化住
.

4. 16」下臥交{1
(87、92卸度)'10】1
人当たり収人額が全
州平此」の1096以下の
場介.算定交付金
の93%. 1b]70~75%
の場合.卯%,1C】75

のハ气

釦

U

惇1再算発

害酷

3鼠"岬釈
Φ平衡化封象取人の
1人当たり加m早勤
^穀入ペース
.取人Φ5税口
10噺丹税
IN怯人悦
k院上税専
仙財産脱
剛天鵠貸尋
⑪早衡化対象収人~
@貌駅
住^化酎卸.壮R
は1財歳税導M駁人

入Sι糺仲n相壮交件全

働

{め3 { 1
121ι人当北り平

141

4 ι7」
4 侶」庚止

伍
伸算定方他

4 ι61下限交十1金
前年度を下回「て

はならない.

b
' NS と0.

NLの例外規定
3鼠"^
Φ早柘化対象駁入の
1人肖北り加皿半吻
~0取人ベース
違製入の5税目
他噺狐親
n゛生人税
Ⅱ院上税捧
仙財壷税
{田天枯賓源
⑮早化対皐穀人~
0悦収

13岬暫イ幽毎.抱n
M1財隆梗専蝉収人

砧ι乢仲'州n亥吋金

<⑦財政力力式>
36Ⅱ】平百交け全の算定

12】1 人当 h り千
盲化基皐

くΦ本則方式 N
37{加7卸度の遭択

゛捻1定義の訂正

゛.円】上段交什金
或侵串

41Ⅱ」交付金の調整
05年度
41捻lm襲の算定方庄
4 1t31負の鮎爪

4 Ⅱ定義
以下

4 1励下段交十1企
舸~蛤作度嘘長串

4怖1市町村財産硬等
゛佑」交什金の下段

4円柚93年度
4円1、'92年度佐
長串

4H"平劃交Ⅱ金

41W}正の鮎果

41怖咽整袖以

4.円]上限交什全(92
年度以降)賎R串

円抽 94~98年度
.00平畜化計釦収

4112瑛年度の州間陀分
4 Ⅱ31炊'ト度以降

(" N N)
37Ⅱ幻7年度の避択

1 1

4 0D遺、ネ
の'

励U .選駅の勧果
",mbの適」"に

93年崖1'10項.91年度
以降の悦目の建菱
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の 誕 生 期 の 分 与 調 整 法 は,全 文7頁 の4節 か らな る簡素 な もの で あ る。 だ が,誕 生 期 の交

付 金 算定 は,わ が 国地 方 交 付 税 の 収 入額 の算 定 と 同様 に,例 え ば所 得 税 の 「標 準 税 率10%」

を 課 税 ベ ー ス に か け る 「標 準 税 」(StandardTaxes)方 式 で あ る(同 法2.(1)j文)。 こ の

標 準 税 方 式 は,10年 間 の 継 続 年 数 で あ る か ら,頑 健 な制 度 項 目 とは言 えず,そ の後 の代 表

的 税 制 方 式 とで 期 間 区 分 で き るの で あ る[補 論1.1]。

ま た,誕 生 期 の1962年 度以 降 は,後 述 す る よ うに天 然 資源 の50%算 入 が 選 択 で き る よ う

に な り,こ れ が 天 然 資 源 の収 入 を平 衡 化 対 象 に加 え た始 ま りで あ る。 こ の た め,1957～61

年 度 で は,「 租 税 」 平 衡 交 付 金(TaxEqulizationPayment:同 法3.(1)a文)と 規 定 され

て い た が,1962年 度 に 天然 資源 が加 わ った た め,分 与 調 整 法 は財 政 調 整 法 に改 名 され,租

税 の 名 称 が 削 除 され た 「平 衡 交 付 金 」 と な って い る。 ま た,1957年 度 の 「上 位2州 平 均 」

の2つ の サ ンプ ル で は,後 述 す る よ うに交 付 金 総 額 が変 動 しや す い た め,安 定 化 交 付 金 と

セ ッ トに な って い た(同 法3.(1)b文)。 しか し,1962年 度以 降 は,[A]基 本,[Ba]保 証,

[Bb]追 加,[C]調 整 交 付 金 の4種 類 の 選 択 制 を導 入 した の で,安 定 化 交 付 金 は廃 止 さ

れ た の で あ る[補 論L2]。

② 発 展 期 以 降 の代 表 的税 制 方 式 の頑 健 性

1967年 度 に導 入 さ れ た 「代 表 的税 制 」 方 式 は,カ ナ ダ平 衡 交 付 金 の 「第2の 特 質 」 と い

え る。 代 表 的税 制 方 式 とは,標 準 税 方 式 の所 得 税10%の よ うな 標 準 税 率 で はな く,税 率 が

各 州 で異 な る た め,後 述 す る 「全 国 平 均 税 率 」 を課 税 べ 一 ス にか けて 算 定 され る。 全 国 平

均 税 率 の 定 義 は 当 初,財 政 調 整 法 で は な く,財 政 調 整 規 則1967(SOR/67-520)の5節 で

規 定 さ れ て い た が(4),82年 度 に は,財 政 調 整 法 の4.(2)節 の ① の 本 則 に格 上 げ さ れ て い る

[法(1980-81-82-83,c,94,s。1,2933-47)]。 この 方 式 は,2012年 度 現 在 も継 続 され て い る こ

とが頑 健 な制 度 項 目の証 左 と言 え よ う。

＼ を意 味 し,法 令 内 の2.(1)j文 は2節1項(subsection)で あ るが,簡 略 化 して2.(1)項 と し,(a)や

(b)な ど のparagraphはa文 やb文 と したの で,2.(1)j文 と表 記 して い る。 な お,財 政 調 整 法 の

全 文 は,1957,1972,2009の3年 度 分 で,表1の 他 の年 度 は,加 除 式 の 改正 箇 所 しか得 られ な か っ

た。

(4)連 邦 ・州 間 財 政 調 整 規 則(Federal-ProvinclalFiscalArrangementsRegulations,以 下,

規 則)は,税 目や収 入 べ 一 ス,交 付 金 の 算 定 を 主 な項 目 とす る法 の 細 則 規定 で あ る。 この 規 則 は,

ほぼ5年 ご との改 正 の た び に,①1967年 度 の規 則67ほ か,②1977年 度,③1982年 度,④1987年 度,

⑤1999年 度(SOR/2000-100),⑥2007年 度 の 規 則 の6年 度分 の全 文 が得 られ る。 ① 規 則67は,10

節 に及 ぶ が,そ の 全 文 は税 目が16項 目 と少 な か った の で13頁 に す ぎ な い。 これ に対 し,② 規 則77

は,33項 目 に増 加 した の で,全 文 は24頁 に増 え,7回 の 中 間推 計 と最 終 算 定 が 示 さ れ て い る。 ま

た,2007年 度 の ⑥ 規 則07は,33税 目が5項 目に 統 合 され た た め,大 幅 に簡 素化 さ れ た。 だ が,⑥

規 則07の7節 と8節 の30頁 分 は,「 第2区 分NSとNL」 の33税 目の 旧制 度 が 残 るた め,⑤ 規 則99

の 「第1部 平 衡 交 付 金 」 の40頁 が ス ライ ドした もの で あ り,そ の 全 文 は80頁 に増 加 して い る。
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これ に 対 し,第1に 平 均基 準 は,表1の 黒 枠 で 囲 った4節 や3節 の よ う に,誕 生 期 で は

上 位2州 平 均 で あ った が,1967年 度 の全 州 平 均,82年 度 の 中位5州 平 均,2007年 度 の 全 州

平 均 と改 定 され て い る か ら,平 均 基 準 の取 り方 も,再 三,変 更 され て い る。 第2に,平 衡

化 対 象 の 税 目 も,表1の2重 線 の よ うに,所 得 税,法 人 税,相 続 税(successionduty)

の3税 目(同 法2.(1)項)か ら,1967年 度16項 目な どに増 加 し,2007年 度 に は,そ れ ま での33

項 目を5項 目に統 合 した の で,頑 健 と は いえ な い。 第3に1962年 度 に始 ま った 天 然 資 源 の

算 入 も,1967年 度 に は100%算 入 され た が,1973年 の石 油 シ ョッ クで1974年 度 の 「追 加 収

入 」 方 式 が と られ,さ らに77年 度 に は50%算 入 に 引 き下 げ られ た 。 また,1982年 度 の 中 位

5州 平 均 は,産 油 州 の ア ルバ ー タ を除 外 す る もの で あ った か ら,ほ ぼ ゼ ロ算 入 とな った。

だ が,2007年 度 に は50%算 入 が 復 活 し,天 然 資 源 の 算 入 率 も,し ば しば変 更 され て い る

[補 論H.1]。

(3)成 熟 期 の新 定 式 配 分 と財 政 調 整 法 の 条項 数 のV字 型 変遷

2007年 度 か らの 新 定 式 配 分 は,池 上(2010)や 中井 ・齊藤(2011)が 指 摘 した よ うに,

上 述 の① 単 段 階 の 税 源 調 整 制 度 や② 代 表 的 税 制 を 受 け継 い で い るが,「 単 年 度 」 の 旧定 式

配 分(中 位5州 平 均)と の 最 も大 きな違 い は,後 述 す る③ 全 州3年 加 重 平 均 とい う方 式 に

あ る。 これ に よ って,そ れ まで の年2回,4年 で8回 の算 定 が,年1回 の 「一 本 算 定 」 に

な って,算 定 方 式 が 大 幅 に簡 素 化 され,「 成 熟 期 」 と して発 展 期(1967～2006年 度)と 明

確 に期 間 区 分 で き るの で あ る。

新 定 式 配 分 の そ の 他 の特 徴 は,表1の 網 掛 け の よ うに,第1に 天 然 資 源50%算 入 の5項

目 と4税 目 との 選 択 制 で あ る(法(2007,c.29,s.62)3.2節)。 と こ ろが,こ の よ うな 選 択 制

は,上 述 した1962年 度 の[A]基 本,[Ba]保 証,[Bb]追 加,[C]調 整 交 付 金 の4種

類 の 選 択 の よ うに 過 去 に もあ り,全 く新 しい 「制 度 変 化 」 とは いえ な い。 第2に 同法3.4

節(1)項 の 「上 限 」(cap)の 特 例 措 置 は,表1の 下 段 の 黒 枠 の よ う に,1977年 度 の4(9)節

「オ ンタ リオ へ の 交 付 制 限 」 に始 ま り,そ の 後 は経 済 成 長 率 に よ って 交 付 金 総 額 を 抑 制 し

て きた。 第3に 特 定 の州 へ 交 付 金 を 最 低 保 証 す る 「下 限」(floor)は,1982年 度 の4。(6)節

で導 入 され た が,新 定 式 配 分 で は廃 止 され て い る。 こ れ に代 わ って,1994年 度 の4.q1)節 で

導 入 され た 「沖 合 相 殺 交 付 金 」 が,2007年 度 の3.6節 や3.7節 で受 け継 がれ て い る。

以 上 の よ うに,過 去50年 間 の財 政 調 整 法 の 推 移 は,表1を 概 観 す れ ば,条 項 数 の 変 化 を

V字 型 に例 え る こ とが で き る。 す な わ ち,財 政 調 整 法 は,1957年 度 誕 生 期 の4節 とい う簡

素 な仕 組 み か ら始 ま った が,1967年 度 以 降 の 発 展 期 の 税 目や 特 例 措 置 の 追 加 で1999年 度 に

一109(277)一



第11巻 第2号

は4.q3櫛 まで複雑化 し,V字 型の 「左上が り」部分の一辺を形成 した。他方,成 熟期の新

定式配分は,2004～06年 度の総額配分の移行期間を経て,平 衡交付金の本則は3.5(3)節の

ように再び簡素化 され,V字 型の 「右上が り」部分の他の一辺を形成するように変遷 して

きたのである。

2.最 終 算 定 と特 例 措 置 後 の 平 衡 交付 金 の推 移

(1)天 然 資源 に揺 れ る平 均 基 準 の改 正

誕 生 期(1957～66年 度)と 発 展 期(1967～2006年 度)の 期 間 区 分 は,上 述 の法 令 に よ っ

て,そ れ ぞ れ標 準 税 と代 表 的 税 制 の算 定 方 式 の 違 いや,上 位2州 と全10州 との平 均 基 準 の

改 定 を 根 拠 とす るが,交 付 金 総 額 の 対GDP比 で もそ れ を裏 書 き して い る。 誕 生 期 の標

準 税 方 式 で は,平 衡 化 対 象 が3税 目 にす ぎ な い か ら,表2の 「最 終 算 定 」(FinalCalu-

culation)の 合 計欄 の よ うに,1965年 度 全 州 平 均59ド ル の 代 わ りに上 位2州 平 均 の75ド ル

を基 準 に と って も,交 付 金 総 額 の対GDP比 は,0.49%に す ぎな か った(5〕。

こ れ に対 し,発 展 期 の代 表 的 税 制 方 式 で は,上 位2州 か ら全10州 へ と平 均 の取 り方 を 引

き下 げ た。 だ が,1967年 度 の平 衡 化 対 象 は,3税 目を16項 目 に増 や して い る。 この た め,

全 州 平 均 の基 準 は,1967年 度298ド ル と3倍 近 くに 引 き上 げ られ,交 付金 総 額 が前 年 度 の3.2

億 ドル か ら5.5億 ドル と約2倍 に 増 え,そ の 対GDP比 も0.79%に 達 した の で あ る。

そ の後,1973年 の石 油 シ ョ ックで,天 然 資源 の収 入 が 増 え る と,1人 当 た り全州 平 均 も,

表2の ㈹ 欄 の よ うに,544ド ル か ら723ド ル と33%の 上 昇 を 示 して い る。 そ の結 果,交 付 金

総 額 は,1972年 度10.7億 ドル か ら73年 度14。9億 ドル と約4割 も増 加 し,対GDP比 も,1.1

%を 上 回 る よ う に な っ た。 この た め,1974年 度 の 天 然 資 源 の収 入 は,73年 度i州 の実 際 収

入 で あ る 「基 本 収 入 」 財73)と,74年 度 の実 際収 入 財74)と の差 額 で あ る 「追 加 収 入 」 の

3分 の1と の合 計 金 額[一 べ3+(巧74一 巧'73)/3]と して 算 入 率 を 引 き下 げ て い る[表1の

法(1974-75,c.46,s.1)4.(3)節(d)文]。

(5)カ ナ ダ平 衡 交 付 金 の 『算 定 資 料 』 とは,代 表 的 税 制 が導 入 され た1967年 度 の 「最 終 算 定 」 の場

合,70年3月 に 確 定 し,『 算 定 資料 』 の 表1の 平 衡 交 付 金,表2の 標 準 税 収(Yield),表3の 実

際 税 収(平 衡 化 対 象 収 入:Revenuetobeequalized),表4の 課 税 べ 一 ス(RevenueBases)

に よ る9枚 のエ クセ ル ・シー トの こ とで あ る。 中 位5州 平 均 を 基 準 とす る1982年 度 以 降 で は,例

え ば95年 度 の 「最 終 算 定 」 の 場 合,98年9月 に 確 定 し,エ ク セ ル ・シ ー ト9枚 の 概 要 表

(SummaryTable),33枚 の 算 定 表(ComputationTable)で33項 目別 に課 税 ベ ー ス や標 準 税 収

か ら交 付 金 が 算 定 され,5枚 の 実 際 収 入 表(RevenueTable)で33項 目別 の平 衡 化 対 象 収 入 を確

定 させ て い る。 な お,BoadwayandHayashi(2004)は 最 終 算 定,BoadwayandHobson

(1993;56-57)は2次 算 定,CanadaTaxFoundation(1988,1992)やPerry(1997;121,130,132,

137,155-56,165-66,168-69),TreffandPerry(2002-04)は1次 算 定 に基 づ い て い る。2004～06

年 度 の 総 額 配 分 や2007年 度 以 降 の 新 定 式 配 分 は,中 井 ・齊 藤(2011)を 参 照 さ れ た い。
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この 算 入 率 の 引 下 げ は,1977～81年 度 で は,よ り明 示 的 に50%算 入 と され た[法(1980

-81-82-83
,c.46,s.1),4.(2)項(a)文]。 そ の 結 果,1977年 度 の 人 口1人 当 た り全 州 平 均 の 基 準

は,表2の よ う に,天 然 資 源100%算 入 の1,305ド ル(A欄)か ら,1,238ド ル(B欄)と

約5%引 き下 げ られ た。 そ れ に もか か わ らず,交 付 金 総 額 の対GDP比 は,1.22%の 高 い

水 準 で 推移 して い る。

1982年 度 か らは,後 述 す る 「オ ンタ リオ 不 交 付 の前 提 」 の たあ に天 然 資 源 が 「ほぼ ゼ ロ

算 入 」 の 中位5州 平 均 を と った と考 え られ る。 そ の後 の 交 付 金 総 額 の対GDP比 は,お

お む ね1%強 の 水 準 を 維 持 して きた が,2000年 代 に入 って 急 激 に低 下 し,2003年 度0.72%

ま で に 至 った。 この た め,2004～06年 度 で は急 遽,対GDP比8%程 度 の お よそ110億 円

を交 付 州 に 「総 額 配 分 」 す る こ と にな った。 この 配 分 方 式 は,発 展 期 と異 な る の で,成 熟

期 へ の移 行 期 間 と考 え られ る。 そ して この 間,2005年 度 か らの専 門委 員 会 を経 て,天 然 資

源50%算 入 の 全 州3年 加 重 平 均 とい う2007年 度 改革 の成 熟 期 を迎 え る の で あ る。

② 中位5州 平 均 と特 例措 置

平 衡 交 付 金 は1982年 度 に は憲 法 で規 定 され る よ うに な り,そ の 中位5州 平 均 の 基 準 は,

表2の よ う に,天 然 資 源100%算 入 の全 州 平 均2,602ド ル に 対 し,2,368ド ル と約1割 の 引

き下 げ とな った。 と ころ が,中 位5州 平 均 の期 間 で は,表2の 網 掛 けの よ う に,各 種 の 特

例 措 置 で,算 定 方 法 が複 雑 に な って い る。

第1に,1982～84年 度 の移 行 交 付 金(TransitionalPayment)は,中 位5州 平 均 へ の

基 準 引下 げ に伴 う交 付 金 の激 減 緩 和 措 置 で あ る。 この 措 置 は,以 下 の よ うに,1981年 度 の

各 州 の平 衡 交 付 金(0181)に77～81年 度 の 年 平 均 増 加 額[Σ(△0177→81)/4]の 一 定 倍 率(α)

を加 え た金 額 と,算 定 交 付 金 の ど ち らか 大 きい 方 が 選 択 され る。

Oi=θ181十 αΣ(△ θ177　81)/4

こ こで,年 平 均 増 加額 が そ の ま ま加 算 され た1982年 度(α=1)は,表2の 黒 枠 の よ うに,

す べ て の 交 付 州 で 移 行 交 付 金 が 選 択 され た。 例 え ば,表2の 「最 終 算 定82」 と は1982年 度

に関 す る4年 後 の8回 目 とい う最 後 の算 定 交 付金(決 算 確 定 値)を 意 味 す るが,NL州 の

そ れ は459,663千 ドル で あ った。 これ に対 し,特 例措 置 後 の金額 は,1981年 度 の交 付 金426,760

千 ドル(1)と 移 行 交 付 金(Σ(△0177-81)/4)37,161千 ドル(2)の 合 計463,921千 ドル で あ るか ら,

特 例措 置 後 の 金額 が選 択 され た の で あ る。

-111(279)一



H 這 ( 卜。 G 。 O ) 1

表
2

平
衡

交
付

金
の
最

終
算

定
の
推

移
:千

ド
ル

年
度

NL
PE

NS
NB

QC
ON

MB
SK

AB
BC

合
計
QC
交

付
金

(交
付
金
総
額
)構

成
比
%

総
額

対
GD
P比

%
A)
全
州
平
均
:

10
0%
算

入
B)
全
州
平
均
:

50
%算

入
C)
中

位
5

州
平
均

(B
/A
):

%
(C
/A
):

%
19
57

11
,8
23

3,
08
9

17
,1
88

8,
63
1

46
,3
42

14
,2
20

20
,3
14

11
,9
81

5,
52
2

13
9,
11
03
3.
3

31
39

12
6.
5

19
58

12
,6
31

3,
06
1

18
,7
58

15
,1
40

63
,2
75

13
,4
95

20
,3
89

13
,4
07

6,
70
4

16
6,
86
13
7.
9

31
41

13
0.
1

19
59

14
,6
42

3,
46
4

20
,4
06

17
,1
40

78
,1
06

14
,7
95

23
,5
30

16
β
85

5β
85

19
4,
35
34
0.
2

34
45

13
1.
9

19
60

12
,7
55

3,
06
1

18
,4
13

16
,4
75

69
β
74

13
,3
49

21
,9
04

15
,3
57

6,
05
2

17
7,
24
03
9.
4

34
44

12
8.
3

19
61

13
,4
61

2,
86
9

18
,7
94

16
,6
11

72
,6
82

13
,4
20

23
,2
96

14
,2
78

5,
57
1

18
0,
98
24
0.
2

0.
44

35
45

12
7.
4

19
62
*

13
,3
00

3,
00
0

18
,2
00

15
β
00

66
,3
00

12
β
00

23
,3
00

7,
00
0

15
8,
50
04
1.
8

0.
35

一
　

19
63
*

14
,6
00

3,
20
0

19
,5
00

16
,3
00

65
,6
00

12
,0
00

23
,0
00

2,
00
0

15
6,
20
04
2.
0

0.
33

一
一

一

19
64
*

19
,1
00

4,
70
0

25
,5
00

22
,5
00

98
,3
00

19
,2
00

25
,0
00

40
0

21
4,
90
04
5.
7

0.
41

　

19
65
*

24
,4
26

5,
99
0

33
28
6

29
β
57

13
3,
11
4

27
,2
50

29
,2
06

28
2,
63
04
7.
1

0.
49

59
75

12
8.
2

19
66
*

27
,2
00

7,
10
0

39
,7
00

34
,2
00

14
7,
60
0

27
,7
00

33
,0
00

31
6,
40
04
6.
6

0.
49

一
「
2州

平
均
1

19
67

65
,6
77

14
,1
89

75
,0
95

63
,5
66

26
8,
71
5

39
,9
25

25
,1
40

55
2,
30
04
8.
7

0.
79

29
8

29
7

10
0.
0

19
68

73
,1
62

16
,2
50

83
,9
90

71
,8
04

38
6,
58
5

49
,3
19

26
,4
24

70
7,
53
35
4.
6

0.
93

34
5

34
3

99
.5

19
69

95
,6
80

19
,5
06

96
,7
96

87
,9
50

43
0,
68
2

52
,5
96

66
,1
11

84
9,
32
25
0.
7

1.
01

40
7

40
9

10
0.
4

19
70

97
,2
88

19
,9
27

99
,4
79

93
,0
86

42
0,
10
1

54
,7
35

98
,9
66

88
3,
58
24
7.
5

0.
98

4嬉
6

44
9

10
0.
7

19
71

10
5,
23
5

19
ρ
71

10
7,
61
4

92
,9
75

45
3,
28
8

71
,9
54

88
,7
71

93
9,
80
94
8.
2

0.
95

47
6

47
8

10
0.
4

19
72

11
3,
71
6

25
,1
41

12
3,
88
1

10
3,
18
6

53
4,
32
6

68
,1
38

10
2,
03
2

1,
07
0,
42
04
9.
9

0.
97

54
4

54
5

10
0.
3

19
73

15
5,
96
3

33
,2
67

18
5,
98
6

14
6,
26
9

73
7,
12
5

11
2β

12
11
6,
15
0

1,
48
7,
37
34
9.
6

1.
15

72
3

72
0

99
.5

19
74

17
4,
68
7

42
,5
44

23
2,
02
8

16
8,
52
7

91
8,
37
5

12
4,
48
5

50
,6
33

1,
71
1,
27
95
3.
7

1.
11

89
5

85
9

85
1

96
.0

95
.0

19
75

18
9,
07
1

47
β
94

25
2,
05
0

18
7,
42
3

1,
04
9,
42
1

15
0,
79
3

1,
87
6,
45
25
5.
9

1.
08

98
2

93
2

89
7

94
.9

91
.3

19
76

22
9,
15
8

54
,4
30

29
8,
12
0

23
2,
44
1

1,
06
2,
88
1

15
3,
29
1

10
,4
21

2,
04
0,
74
25
2.
1

1.
02

1,
12
7

1,
06
8

1,
04
0

94
.8

92
.3

19
77

27
8,
11
7

62
,9
60

34
2,
07
3

27
3,
27
7

1,
32
1,
99
1

[1
12
,6
95
]

23
6,
48
8

58
,2
13

2,
57
3,
11
95
1.
4

1.
16

1β
05

1,
23
8

1,
19
1

94
.9

91
.2

19
78

32
1,
20
8

71
,6
23

37
5,
37
2

33
1,
29
9

1,
48
2,
83
0

[2
96
.1
73
]

29
1,
67
4

32
,7
23

2,
90
6,
72
95
1.
0

1.
19

1,
47
2

1,
38
5

1β
31

94
.1

90
.4

19
79

34
4,
14
5

80
,8
10

42
7,
50
2

31
0,
34
0

1,
76
6,
20
9

[4
88
,0
70
]

34
3,
47
6

73
,4
75

3,
34
5,
95
75
2.
8

1.
20

1β
26

1,
52
6

1,
46
1

93
.9

89
.8

19
80

36
3,
78
4

91
,8
86

46
8,
70
5

37
0,
41
8

2,
03
4,
94
4

L5
52
,7
29
]

36
8,
08
2

29
56
5

3,
72
7,
38
45
4.
6

1.
19

1,
78
8

1,
67
1

1,
59
9

93
.5

89
.4

19
81
(D

42
6,
76
0

10
6,
95
4

52
7,
63
7

44
5,
18
5

2,
48
9,
97
6

[4
15
,8
25
]

39
8,
55
5

4,
39
5,
06
75
6.
7

1.
22

2,
04
1

1,
9露

7
L,
83
0

94
.4

89
.7

最
終
算
定
82

45
9,
66
3

10
5,
00
0

48
2,
86
4

44
4,
73
0

2,
40
0,
40
6

26
8,
97
3

4,
16
1,
63
5

[1
.1
0]

2,
60
2

2,
49
3

2,
36
8

95
.8

91
.0

移
行
交
付
金
(2
1

3?
,1
61

11
,0
00

46
,3
91

42
,9
77

29
1,
99
6

40
,5
17

種
7⑪

,0
40

19
82
:(
1)
+(
2)

46
3,
92
1

11
7,
95
3

57
4,
02
8

48
8,
16
2

2,
78
1.
97
2i

1
43
9.
07
21

4,
86
5,
10
85
7.
2

1.
28

最
終
算
定
83

53
9.
45
41

11
2,
17
8

50
5,
00
9

50
7,
49
9

2,
62
8,
02
4

33
2,
54
3

4,
62
4,
70
8

[1
,1
2]

2,
84
6

2,
72
1

2,
61
0

95
.6

91
.7

移
行
交
付
金
(3
)

61
,9
35

18
β
33

77
,3
18

71
β
28

48
6,
66
0

67
,5
28

78
3,
40
0

1ω
+(
3}

48
8.
69
5i

12
52
86

60
4,
95
5

51
6,
81
3

露
,9
76
,6
36
1

i
46
6.
08
3i

5,
17
8,
46
8

19
83

53
9,
45
4

12
52
86

60
4,
95
5

51
6,
81
3

2,
97
6,
63
6

46
6,
08
3

5,
22
9,
22
75
6.
9

1.
27

最
終

鱒
:定

84
57
8.
43
81

11
9,
49
8

51
3.
79
31

54
0.
47
91

2,
55
1,
52
2

38
2β

21
4,
68
6,
54
9

[1
.0
4]

3,
03
5

2,
89
4

2,
77
6

95
.4

91
.5

移
行
交
付
金
(4
)

74
,3
22

21
,9
99

92
,7
81

85
,9
53

58
3,
9珍

2
81
,0
33

籔
40
,0
80

:(
1)
+(
4)

50
1.
08
2i

1窪
8,
95
3

62
⑪
.4
1g
i

53
1.
13
gi
3,
07
3.
96
81

47
9,
58
9

5,
33
5,
14
8

19
84

57
8,
43
7

12
8,
95
2

62
0,
41
9

54
0,
48
0

3,
07
3,
96
8

47
9,
58
9

5,
42
1,
84
55
6.
7

1.
21

19
85

65
3,
18
5

13
4,
04
3

59
6,
43
4

60
3,
76
5

2,
72
7,
85
3

42
7β

40
5,
14
2,
62
05
3.
0

1.
06

3,
25
6

3,
12
7

3,
02
9

96
.0

93
.0

19
86

67
7,
72
8

13
7β

76
61
9,
50
3

64
2,
59
3

2,
94
1,
64
2

47
1,
09
7

28
4β

95
5,
77
5,
13
45
0.
9

1.
13

3β
71

3,
31
5

3,
30
7

98
.3

98
.1

最
終
算
定
87

71
6,
55
8

14
2,
98
1

59
3,
66
8

61
0,
09
0

2,
10
1,
19
7

55
5,
54
2

13
7,
27
3

4,
85
7,
30
8

LO
.8
7」

3,
76
5

3,
69
7

3,
70
0

98
.2

98
.3

ド
限

交
付

金
:$
15
9

90
,4
78

20
27
8

13
9,
83
3

11
3,
44
4

1,
04
9,
95
5

17
1β

49
韮
61
,7
79

1,
74
7,
61
7

19
87

80
7,
03
6

16
3,
25
9

73
3,
50
1

72
3,
53
4

3,
15
1,
15
2

72
7,
39
1

29
9,
05
2

6,
60
4,
92
54
7.
7

1.
18

最
終
算
定
88

86
3,
09
6

18
2,
56
2

87
2,
73
3

80
1,
70
1

3,
67
6,
72
1

84
1β

33
49
9,
60
5

7,
73
7,
75
1

[1
.2
6」

4,
16
4

4,
09
7

4,
12
5

98
.4

99
.1

上
限
交

付
金
:一

$4
3

一
£
4
,3
99

～
5
,4
97

一
37

,7
44

一
30

,5
68

一
28
4

,1
84

一
46
β
94

一
42

,玉
61

一
47
0

,9
47

19
88

83
8,
69
7

17
7,
06
5

83
4,
98
9

77
1,
13
3

3,
39
2,
53
7

79
4ρ

39
45
7,
44
4

7,
26
6,
80
44
6.
7

1.
19

最
終
算
定
89

96
7,
99
9

20
8,
57
2

99
8,
76
3

97
5,
77
4

4,
20
9,
78
7

1,
09
6,
39
3

76
7,
41
6

9,
22
4,
70
3

[1
.4
0]

4,
51
5

4,
44
7

4,
50
3

98
.5

99
.7

上
限

交
付

金
:一

$1
28

一
72

,9
18

一
16

,5
84

一
11
3

,4
23

一
91

,6
50

一
85
5

,2
51

…
13
83
01

・
-1
28

,5
43

一
1
,4
17
,0
69

19
89

89
5,
08
1

19
1,
98
8

88
5β

40
88
4,
12
4

3,
35
4,
53
6

95
7,
69
2

63
8,
87
3

7,
80
7,
63
44
3.
0

1.
工
9

最
終

算
:定

90
97
2,
38
7

20
6,
49
2

1,
03
3,
54
7

93
6,
33
5

4,
27
0,
40
7

1,
01
7,
42
8

62
5,
00
0

9,
06
1,
59
6

[1
33
]

4,
74
7

4,
67
3

4,
69
9

98
.4

99
.0

癬 = 舗 凹 如



= ° 。 ( 悼 。゚ 一 )

上
隈

交
付

金
:一

$9
5

一
53

,7
46

一
12
28
露

一
84

,7
55

一
68

,3
48

一
64
3

,5
07

一
10
2

,9
40

一
94

,0
64

一
1
,G
59
,6
42

19
90

91
8,
64
1

19
42
10

94
8,
79
2

86
7,
98
7

3,
62
6,
90
0

91
4,
48
8

53
0,
93
6

8,
00
1,
95
4

45
.3

1.
18

19
91

87
4,
29
1

18
6,
37
0

85
0,
23
4

96
6,
81
8

3,
46
4,
09
0

85
2,
72
0

47
8,
92
7

7,
67
3,
45
0

45
.1

1.
12

4,
52
4

4,
47
2

4,
48
6

98
8

99
.2

最
終
算
定
92

88
6,
46
8

16
7,
86
8

90
7,
85
4

82
7,
11
5

3,
58
8,
85
8

87
2,
13
4

49
0,
47
6

7,
74
0,
77
3

「
1.
11
]

45
52

4,
49
8

4,
51
1

98
.8

99
.1

澗
整
交
付
金
:$
57

43
,0
駐
1

43
,0
21

19
92

88
6,
46
6

16
7,
87
6

90
7,
86
1

87
0,
13
6

3,
58
8,
86
3

87
2,
13
8

49
0,
46
7

7,
78
3,
80
7

46
.1

1.
11

最
終
算
定
93

90
2β

94
17
5,
33
4

89
2,
85
2

83
7,
90
0

3,
91
0,
56
1

90
6,
42
8

49
0,
76
2

8,
11
6,
23
1

[1
.1
2]

4,
80
4

4,
73
4

4,
71
8

98
.5

98
.2

.ヒ
限

交
付

金
:一

$4
…
2
,6
25

一一
59
7

一
4
,1
84

一
3β

97
一
32

,5
26

一
5

,0
51

一
4
,5
45

一
52

,9
25

19
93

89
9,
76
9

17
4,
73
7

88
8,
66
8

83
4,
50
3

3,
87
8,
03
5

90
1β

77
48
6,
21
7

8,
06
3,
30
6

48
.1

1.
11

最
終
算
定
94

95
8,
38
6

19
1,
97
3

1,
06
5,
40
3

92
7,
48
9

3,
96
5,
48
8

1,
08
4,
91
4

30
8,
47
5

8,
50
2,
12
8

[1
.1
0]

5っ
12

4,
92
8

4,
91
4

98
.3

98
.0

ド限
交
付
金

10
4,
80
9

10
4,
80
9

19
94

95
8,
38
6

19
1,
97
2

1,
06
5,
38
9

92
7,
48
7

3,
96
5,
48
9

1,
08
4,
91
5

41
3,
28
4

8,
60
6,
92
2

46
.1

1.
12

19
95

93
2,
24
6

19
2,
24
5

1,
13
6,
89
4

87
6,
19
9

4,
30
6,
70
0

1,
05
0,
86
9

26
3,
97
8

8,
75
9,
13
1

49
.2

1.
08

5,
18
7

5,
11
6

5,
11
2

98
.6

98
.6

最
終
算
定
96

1,
02
9,
71
2

20
8β

46
1,
18
2,
32
8

1,
01
9,
37
8

4,
16
8,
56
2

1,
12
6,
36
4

95
,2
10

8,
82
9,
90
1

[L
O6
コ

5,
41
1

5β
13

5,
29
6

98
.2

97
.9

一ド
限
交
付
金

12
9,
17
1

12
9,
17
1

19
96

1,
02
9,
71
2

20
8,
34
7

1,
18
2,
32
8

1,
01
9,
37
6

4,
16
8,
56
3

1,
12
6,
36
3

22
4β

81
8,
95
9,
07
0

46
.5

1.
07

19
97

1,
09
2,
83
2

23
8,
40
1

1,
30
1,
54
6

1,
11
2,
06
3

4,
74
4,
59
5

1,
05
3,
37
7

19
5,
61
6

9,
73
8,
43
0

48
.7

1.
10

5,
63
0

5,
54
0

5,
51
6

98
.4

98
.0

19
98

1,
06
8,
18
2

23
7,
50
4

1,
22
1,
03
0

1,
11
2,
18
1

4.
39
4β

49
1,
09
2,
40
0

47
6,
81
5

9,
60
2,
46
1

45
.8

1.
05

5,
72
2

5,
66
2

5,
62
9

99
.0

98
.4

最
終
算
定
A

1,
18
6,
02
0

24
7,
75
6

1,
29
2,
52
4

1,
16
6,
17
3

5,
33
8,
73
1

1,
19
5,
35
4

24
5,
66
8

52
,0
10

10
,7
24
,2
36

5,
86
5

5,
75
7

5,
74
4

98
.2

97
.9

最
終
算
定
B

1,
16
4,
12
9

25
6,
94
4

1,
28
9,
70
2

1,
18
6,
95
8

5,
26
5,
40
3

1,
22
4,
34
1

33
2,
63
4

14
3,
60
4

10
,8
63
,7
15

や
A×

0
,2
十
B×

0.
8

1,
16
8,
50
7

露
55
,1
⑪
6

1.
29
02
66

1,
18
2,
80
1

5,
28
0,
⑪
69

1,
21
8,
54
4

31
5,
24
1

12
5,
28
5

10
β
35
β
19

下
限
交
付
金

63
,8
97

63
,8
97

19
99

1,
16
8,
50
8

25
5,
10
6

1,
29
0,
26
5

1,
18
2,
80
2

5,
28
0,
06
8

1,
21
8,
54
3

37
9,
13
8

12
5,
28
6

10
,8
99
,7
16

48
.4

L1
1

最
終
算
定
A

1,
11
2,
77
5

26
8,
95
5

1,
40
2,
28
4

1,
26
6,
97
3

5,
45
5,
13
9

1,
25
4,
76
5

59
,0
16

10
β
19
,9
07

6,
41
1

6,
17
7

6,
07
6

96
.3

94
.8

最
終
算
定
B

1,
10
0,
17
5

27
0,
90
4

1,
41
4,
10
8

1,
26
3,
41
4

5,
40
3,
92
4

1,
36
5,
83
0

49
,2
90

10
,8
67
,6
45

:A
XO
.4
+B
×
0.
6

1,
10
5,
21
5

27
0,
鴛
4

1,
40
9,
37
8
1,
照
4,
83
8

δ
,4
24
,4
10

1,
32
1,
40
4

53
,1
80

10
,8
48
,5
5⑪

下
限
交
付
金

10
,4
04

16
1,
10
1

17
1,
50
5

上
隈
交
付
金

ト
$6
.1

一
3
,2
16

一
83
0

一
5

,6
85

一
4
,5
67

一
4荏

,7
55

一
6
.9
79

一
6
,1
39

一
一
72

,1
7玉

20
00

1,
11
2,
40
2

26
92
96

1,
40
3,
69
4

1,
26
0,
27
3

5,
37
9,
65
5

1,
31
4,
42
9

20
8,
14
5

10
,9
47
,8
94

49
.1

1.
02

最
終
算
定
A

94
6,
05
6

24
3,
83
1

1,
17
4,
06
5

1,
20
3,
07
8

4,
66
9,
82
2

1,
33
3,
01
3

19
6,
75
4

28
3,
88
1

10
,0
50
,5
00

6,
13
0

5,
98
5

5β
51

97
.6

95
.4

最
終
箕
定
B

88
9,
13
4

24
0,
01
3

1,
20
0,
33
0

1,
20
0,
76
3

4,
60
0,
43
8

1,
40
6,
26
0

20
4,
21
4

17
3,
45
7

9,
91
4,
60
9

:A
×
0.
6+
8×

0,
4

92
3,
28
7

24
2,
30
4

1,
18
4,
57
1

1,
20
2,
15
2

4,
64
2,
06
8

1,
36
2,
31
2

19
9,
73
8

露
39
,7
11

9,
99
6,
14
4

下
限
交
付
金

13
2,
18
6

13
,9
99

13
0,
33
5

37
27
7

31
3,
79
7

20
01

1,
05
5,
47
6

25
6β

02
1,
31
4,
90
7

1,
20
2,
15
2

4,
67
9,
34
5

1,
36
2,
31
3

19
9,
73
8

23
9,
71
0

10
,3
09
,9
43

45
.4

0.
93

最
終
寡
定
A

82
4,
02
0

23
6,
05
4

1,
12
7,
71
6

1,
14
4,
25
1

4,
03
4,
63
5

1,
29
4,
89
9

一
34

,0
47

95
ρ
28

8,
72
3,
45
6

6,
10
2

5,
94
0

5β
10

97
.3

95
.2

最
終
算
定
B

77
8,
33
1

23
3,
06
3

1,
09
8,
39
0

1,
13
9,
48
5

3,
87
9,
92
7

1,
33
6,
69
0

56
9

一
31

,1
44

8,
43
5,
31
1

:A
×
0。

8十
13
×
0.
2

81
4,
88
2

窪
35
,4
5β

1,
12
1,
85
1

1,
14
3,
29
8

4.
00
3β

93
1,
30
3,
25
7

70
,5
14

8,
69
2,
95
1

下
限
交
付
金

59
,6
30

10
62
0⑪

16
5β

30
20
02

87
4,
50
9

23
5,
45
5

1,
12
1,
85
0

1,
14
3,
29
9

4,
00
3,
69
0

1,
30
3,
25
7

10
62
00

70
,5
14

8,
85
8,
77
4

45
.2

0.
77

20
03

76
5β

67
23
1,
90
9

1,
/3
0,
17
1

1,
14
2,
39
2

3,
76
4,
49
9

1,
33
5,
50
9

31
9,
88
8

8,
69
0,
23
5

43
.3

0.
72

6,
22
7

6,
05
0

5,
90
9

97
.2

94
.9

20
04

76
1,
77
3

27
7,
42
9

1β
13
,1
00

1,
32
6,
43
9

4,
15
4,
69
6

1,
60
6,
88
5

65
2,
20
4

68
1ρ

69
10
,7
74
,4
95

38
.6

0.
83

20
05

86
09
59

27
6,
56
3

1,
34
3,
52
7

1,
34
7,
99
3

4,
79
8,
07
0

1,
60
1,
01
8

82
,1
72

58
9,
69
8

10
,9
00
,0
00

44
.0

0.
79

20
06

68
6,
60
3

29
1,
26
2

1,
38
5,
53
9

ユ
,4
50
,7
99

5,
53
9,
29
6

1,
70
9,
43
0

12
,7
23

45
9,
41
2

11
,5
35
,0
64

48
0

08
0

20
07

47
7β

74
29
3ρ

58
1,
46
4,
52
8

1,
47
6,
52
3

7,
16
0,
35
2

1,
82
5,
79
6

22
6,
14
6

12
,9
24
,6
77

55
.4

0.
84

6,
65
4

卿

6,
31
2

62
39

94
86
7

93
.8

20
08

55
6,
72
9

32
1,
68
6

1,
57
0,
81
9

1,
58
3,
79
5

8,
02
8,
42
6

2,
06
3,
39
4

14
,1
24
,8
49

56
.8

0.
88

7,
08
9

6,
73
2

6,
58
2

95
.0

92
.9

20
09

46
5,
28
8

33
9,
91
9

1,
57
0,
81
9

1,
68
9,
41
0

8,
35
4,
50
1

34
7,
02
9

2,
06
3,
39
4

14
,8
30
,3
60

56
3

0.
97

7,
45
2

7,
09
5

6β
51

95
,2
18

91
.9

20
10

64
1,
86
2

32
9,
82
7

1,
33
7,
54
3

1,
58
1,
46
0

8,
55
2,
24
1

97
2,
13
0

L8
26
,0
24

15
,2
41
,0
87

56
.1

0.
94

7,
67
5

72
76

69
90

94
.8

91
.1

20
11

47
3,
18
5

32
8β

05
1,
33
4,
72
8

1,
48
2,
79
6

7,
81
4,
54
0

2,
19
9,
53
7

1,
66
5,
91
9

15
,2
99
,5
10

51
.1

0.
89

7,
43
6

7,
11
Q

6,
83
5

95
,6
26

91
.9

20
12

33
7,
07
6

1,
26
8,
04
1

1,
49
4,
92
7

7,
39
1,
12
7

3,
26
0,
66
6

1,
67
0,
66
7

15
.4
22
50
4

47
.9

0.
87

7,
50
9

7,
17
4

6β
91

注
)1
95
7～

61
年

度
の
安

定
化

交
付

金
は
除

き
、
20
07
年

度
以

降
の

沖
合

相
殺

交
付

金
は

含
ん

で
い

る
。

出
所
)D
ep
ar
tm
en
to
fF
in
an
ce
,C
an
ad
a,
『

算
定

資
料

』
の

各
年

度
版

。

料 尊 論 θ 強 鳶 鋤 謹 細 畑 皿 伴 國 母 θ 融 炉 呪 薫 、畔 ( 丹 # ・ 璃 繍 )



第11巻 第2号

そ の 結 果,1982年 度 の 最 終 算 定 の 総 額 は,中 位5州 平 均 に よ っ て41.6億 ドル と,対

GDP比1.10%に 抑 制 され た。 だ が,実 際 に 交 付 され た総 額 は,移 行 交 付 金 後 の48,6億 ド

ル が 選択 され,そ の対GDP比 は,1.28%で あ っ た。 この た め,中 位5州 平 均 の採 用 は,

交 付金 総 額 の抑 制 よ り も,オ ンタ リオ 不 交 付 の 前 提 の 堅 持 に重 点 が あ った と考 え られ る。

た だ し,1983年 度 のNL州 は,年 平 均 増 加 額 が3分 の5倍(α=5/3)さ れ て も,よ り

大 きな 算 定 交 付 金 の金 額 が 選 択 さ れ て い る。 ま た,1984年 度 のNLとNB州 は,年 平

均 増 加 額 が2倍(α=2)さ れ て も,算 定 交 付 金 が 選 択 され た が,こ れ ら以 外 の州 は移 行

交 付金 を選 択 して い る。

第2の 特 例 措 置 は,上 限(cap)と 下 限(floor)の 交 付 金 で あ る。1987年 度 の下 限交 付

金 は,表2の 網 掛 け の よ うに,人 口1人 当 た り159ド ル を交 付 州 に加 算 して い る[表1の

法(1987,c。14,s.377)4,(6)節]。 他 方,1988～90年 度 の よ うに,算 定 交 付 金 の総 額 の伸 び率

がGDP成 長 率 を上 回 った と き に は,後 者 を上 限 と し,交 付 州 に対 して人 口1人 当 た り

均 等(例 え ば88年 度 一43ド ル)の 減 額 を して い る[同 法4.(9)節]。 ま た,天 然 資 源 の 財 源

で算 定 交 付 金 が大 幅 に 減 少 した サ ス カ チ ュ ワ ン(SK)州 に は,1994～2002年 度 まで 前 年

度 交 付 金 の85%が 保 証 され る な ど,下 限 の 特 例 措 置 も講 じ られ た[補 論II.2]。

第3に1999年 度 の 算 定 替 え で は,東 部3州(NL,NS,NB)が97年 度 に 協 調 売 上 税 を

導 入 した の で,一 般 売 上 税 の州 間 配 分 を98年 度 ま で の 「消 費 ア プ ロー チ」(最 終 算 定B)

か ら99年 度 以 降 の 「活 動 ア プ ロー チ 」(最 終 算 定A)に 段 階 的 に移 行 し,2003年 度 に完 全

移 行 して い る。 この た め,1999年 度 は,最 終 算 定AとBの それ ぞれ に20%と80%を か け た

合 計,2000年 度40%と60%,01年 度60%と40%,02年 度80%と20%を か け た合 計 が算 定 交

付 金 とな り,こ れ に上 限 ・下 限 交 付 金 が 加 算 され る。

こ の よ うに,中 位5州 平 均 の末 期 で は,表1の 財 政 調 整 法 の 条 項 数 が,「V字 型 」 の ボ

トム を形 成 す る よ う に,算 定 方 式 は複 雑 にな り,2007年 度 改革 の 「算 定 方 式 の簡 素 化 」 を

模 索 す る の で あ る。

(3)総 額の半分を占めるケベ ックへの交付金

第1に,平 衡交付金の各州配分は,東 部4州 とケベック(QC),マ ニ トバ(MB)が 誕

生期以来,つ ねに交付州である。特に注目すべき点は,ケ ベックへの交付金が,表2の 合

計欄の構成比のように,1957～66年 度の誕生期では交付金総額の4割 前後であったが,1967

年度の発展期以降,5割 前後で交付金総額の約半分を占めることである。 この 「第3の 特

質」が,皿 章で論 じるように,平 衡交付金が直面するオンタリオとケベックの2つ の大規

一114(282)一



カナダ平衡交付金の頑健な制度項 目と固有の揺 らぎ特性(中 井 ・齊藤)

模 州 と い う カ ナ ダ固 有 の 特 徴 で あ る。

また,サ ス カ チ ュ ワ ンも,経 済 的 に は 交 付 州 で あ るが,天 然 資源 の産 出量 に応 じて1975

年 度 と81～85年 度 で 不 交 付 州 にな り,NL州 は,沖 合 油 田 の天 然 資源 に よ っ て,沖 合 相 殺

交 付 金 後 で も,2012年 度 に 不 交 付 州 に な った。

第2に これ らの 交 付 州 に対 し,BC州 は,経 済 的 に は不 交 付 州 の 実 力 が あ るが,1999年

度 の 制 度 改 正 で,こ の年 度 と2001～03年 度 で交 付 州 に な って い る。 言 う まで もな く,産 油

州 の ア ル バ ー タ は,天 然 資源 に よ って1965年 度 か ら現 在 まで,不 交 付 州 とな って い る。

第3に,カ ナ ダ平 衡 交 付 金 の 「第4の 特 質 」 は,「 オ ンタ リ不 交 付 の 前 提 」 で あ る。 誕

生 期 は,基 準 を上 位2州 平 均 に と った ので,オ ンタ リオ だ けが 不 交 付 とな り,こ れ が 「不

交 付 の前 提 」 の始 ま りで あ る。 そ して,石 油 シ ョ ック後 の1977～81年 度 に は,表2の[]

の よ うに,1.1～4。1億 ドル の不 足 額 が 生 じた が,事 後 的 に不 交 付 とす る 「オ ンタ リオ の交

付 制 限 」 の 特 例 措 置 が と られ て い る[法(1980-81-82-83,c.46,s.1)4.(9)項]。 これ が 「不

交 付 の 前 提 」 の 証 左 で あ る。 た だ し,2007年 度 改 革 で は,「 オ ンタ リ不 交 付 の 前 提 」 が放

棄 さ れ,表2の よ う に2009年 度3。5億 ドル か ら12年 度32.6億 ドル の交 付 州 に転 換 す る の で

あ る。

3.オ ンタ リオ不 交 付 の前 提 と そ の崩 壊

(1)上 位2州 平 均 に よ るオ ン タ リオ不 交 付 の始 ま り

平 衡 交 付 金 の 制 度 変 化 は,以 下 の よ うな算 定 式 の モ デ ル化 や,各 州 の人 口1人 当た り税

収 に よ る図 解 に よ って,3つ の期 間 区分 の違 い を よ り明確 にす る こ とが で き る。 誕 生 期 の

標 準 税 方 式 は,上 述 した よ うに基 準 と した上 位2州 平 均 の変 動 幅 が 大 き いた め,平 衡 交 付

金 は安 定 化交 付 金 とセ ッ トに な って い た。1957年 度 に誕 生 した平 衡 交 付 金 は,お お む ね5

年 ご とに 見直 され,1961年 度 ま で は,57年 度10%(58年 度13%,62年 度21%)の 標 準 税 率

に よ る所 得 税(例 え ば10%× 課 税 べ 一 ス),9%の 法 人 税,50%の 遺 産 税 の3税 目に よ る

「標 準 税 」(StandardTaxes)が 平 衡 化対 象 の税 目で あ った。

平 衡 化 基 準 は,オ ンタ リオ(ON)と ブ リテ ィ ッ シ ュ ・コ ロ ン ビア(BC)の 人 口1人 当

た り 「上 位2州 平 均 」(孟2)で あ り,i州 の平 衡 交 付 金(01)は,(1-1)式 の よ うに,課 税

べ 一 ス に標 準 税 率 を か け た3税 の 人 口1人 当 た り標 準 税(オ わ との 差 額 に交 付 州 の人 口 を

(君)を か け て算 定 され,オ ンタ リオ を除 く各 州 に交 付 され た 。

Ol一 君(`2-'ρ)+Si (1-1)
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実 際,1957年 度 の人 口1人 当 た り上 位2州 平 均38.8ド ル は,図1Aの よ うに,全 州 平均30,7

ドル よ り も3割 程 度 高 い。 そ の基 準 を上 回 るの は,オ ンタ リオの 人 口1人 当た り標 準 税39。8

ドル だ けで,こ れ が 「オ ン タ リオ不 交 付 の前 提 」 の始 ま りで あ る。

た だ し,サ ンプル が2つ の州 の人 口1人 当 た り平 均 で は,基 準 が1959年 度 に は45.4ド ル

に急 上 昇 したが,61年 度 に は44.9ド ル に下 落 す る よ うに 変 動 幅 が 大 きい 。 平 衡 交 付 金 の 総

額 も こ の 間,1.39億 ドル か ら1.94億 ドル と36%も 増 大 した が,61年 度 に は1,81億 ドル に減

少 して い る。 こ の た め,安 定 化 交 付 金(Si)が 制 度 上,組 み 込 ま れ,標 準 税 方 式 と安 定 化

交 付 金 の 合 計 が,平 衡交 付金 導 入 前 の租 税 レ ンタ ル交 付 金 を下 回 る場 合,そ の 差 額 が 保 障

され,プ リン ス ・エ ドワー ド島(PE)とBC州 に適 用 され た 。

5年 後 の1962年 度 か らは,標 準 税 方 式 の も とで(1-2)式 の よ うに,[A]基 本(Basic),

[Ba]保 証(Guaranteed),[Bb]追 加(Additional),(C)調 整(Adjusted)の3種 類

で 算定 され た交 付金 の最 も大 き な金 額 を選 択 で き る よ うに な り,安 定 化 交 付 金 制 度 は廃 止

され た。

q=max{君[(`10十 〇ゐγlo)一(球 十 〇。5巧)],[Ba],[Bb],、 君[(`2一 球)-0,5(η 一710)]}

・・。(1-2)

こ こ で,符 は,i州 の3年 平 均 の 人 口1人 当 た り天 然 資 源(GrossNaturalResources
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ド
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£
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SK

MB

QE
29,03
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N

3

0

39

0
4.35.37.128.98.833.8

2.65.43,4

出所)筆 者 作 成。

図1A1957年 度 の平 衡 交 付 金:オ ン タ リオ交 付 の 始 ま り
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カナ ダ平衡交付金の頑健な制度項 目と固有 の揺 らぎ特性(中 井 ・齊藤)

Revenue)で あ り,710は,そ の 全 州 平 均 で あ る。

[A]基 本 平 衡 交 付 金 は,標 準 税 率 を21%に 引 き上 げ た 所 得 税 な ど3税 目の も とで,上

位2州 平 均 の基 準 を 「全 州 平 均 」('10)に 代 え,2007年 度 「新 定 式 配 分 」 の 天 然 資 源50%

算 入 を 初 めて 導 入 して い る。[Ba]保 証 平 衡 交 付 金 は,旧 租 税 分与 調 整 法 に 基 づ く交 付 金

額 の 最 低 保 証 で あ る。[Bbコ 追 加 平 衡 交 付 金 は,旧3税 方 式 で あ る。[C]調 整 平 衡 交 付

金 は,1957～61年 度 の 旧法 と同 じ 「上 位2州 平 均 」 を基 準 とす るが,天 然 資 源 の 全 州 平 均

を超 え る超過 額 の50%[0.5儲 一710)]が,算 定 交 付 金(`2-♂ ρ)か ら控 除 され る。

以 上 の4種 類 の な か で,上 位2州 平 均 の基 準 は,図1Aで 見 た よ う に,全 州 平 均 の1.3

倍 に及 ぶ た め,1965年 度 で は,[C]調 整平 衡交 付 金 が,各 州 で最 も高 か った。

② 中位5州 平 均 に よ るオ ンタ リオ 不 交 付 の 前 提 の 堅 持

発 展 期 は,1973年 の石 油 シ ョ ックが 産 油 州 アル バ ー タの 天 然 資 源 収 入 を 引 き 上 げ て,平

均 基 準 が 急 上 昇 した。 この た め,平 均 基 準 は,天 然 資 源 が ①100%算 入 の 全 州 平 均(1967

～76年 度)か ら,②50%算 入 の 全 州 平 均(77～81年 度)に 引 き下 げ た。 そ れ で も,オ ンタ

リオ は算 定 上,不 足 額 が発 生 し交 付 州 に 転 落 す る危 険 性 が あ る。 そ の 結 果,「 オ ンタ リオ

不 交 付 の 前 提 」 は最 優 先 され,ア ル バ ー タを 除 く③ 中 位5州 平 均(1982～2003年 度)で 天

然 資 源 「ほぼ ゼ ロ算 入 」 の 措 置 を と った の で あ る。

1967年 度 か ら の代 表 的 税 制 方 式(RepresentativeTaxSystem)は,そ れ ま で の10%

等 の 標 準 税 率 と異 な り,平 衡 化 対 象 の実 際税 収 の 各 州 合 計 を,税 目 ご とに課 税 べ 一 ス の各

州 合 計 で割 った 「全 国平 均 税 率 」 を用 い る。 各 州 の 標 準 税 収(yield)は,課 税 べ 一 ス に

全 国 平 均 税 率 を か けた 金 額 で,こ の方 式 は,2007年 度 以 降 の新 定 式 配 分 の現 在 も変 わ っ て

い な い 。

1967年 度 で は,平 衡 化 対 象 収 入(Revenuetobeequalized)が 天 然 資 源 を 含 む4項 目

か ら,16項 目(n税 目 と天 然 資 源m項 目:n+m=16)に 拡 大 され た。 平 衡 交 付 金(G)は,

(2-1)式 の よ うに,項 目 ご との課 税 べ 一 ス に全 国平 均 税 率 を か け た人 口1人 当 た り標 準 税

収('p+巧m)と,そ の 全 州 平 均(`10+710)と の差 額 に交 付 州 の 人 口を(君)を か け て 算 定

され る。

Gi=君[('10+γ10)一(躍+ろm)] (2-1)

平 衡 化 対 象 項 目の増 加 に よ って,人 口1人 当た りの 全 州 平 均 基 準 は,表2の(A)欄 の
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よ うに,1965年 度 の58ド ルか ら67年 度298ド ル と4倍 以 上 に増 額 され た。交 付金 総額 も,1966

年 度1次 推 計 の3.2億 ドル か ら,67年 度 最 終 算 定 で5.4億 ドル と2倍 弱 に増 加 し,そ の 対

GDP比 も,0.5%弱 か ら1%前 後 に増 大 した の で あ る。 そ の後,平 衡 化 対 象 は,表1で 示

した よ うに,1972年 度19項 目,74年 度22項 目,77年 度29項 目,82年 度33項 目に拡 大 され た。

と こ ろが,1973年 の 石 油 シ ョ ックで,産 油州 ア ル バ ー タ の天 然 資 源 の収 入 が 急 増 し,全

州 平 均 の基 準 を大 幅 に引 き上 げた。 この た め,1977～81年 度 の 平 衡 交 付金(Gi)は,(2-2)

式 の よ う に,天 然 資 源 を100%か ら50%算 入 に 引 き下 げ た ので あ る。

Oi=君[(孟10-←0.5710)一(律 一ト0.5巧m)] (2-2)

この と き,オ ンタ リオ は,こ の5年 間 の最 終算 定 で不 足 額 が発 生 した が,1981年 の法 律 で

事 後 的 に 「この 間 の 平 衡 交 付 金 を 交 付 しな い」 とい う緊急 措 置 が講 じ られ た。 この措 置 が

「オ ンタ リオ 不交 付 の前 提 」 の証 左 で あ る。

オ ンタ リオ は,1982年 度 の 人 口1人 当 た り標 準 税 収 が,図1Bの よ うに2,491ド ル で あ っ

た か ら,全 州 平 均2,602ド ル で は,不 足 額 が発 生 し交 付 州 とな る。 不 交 付 の前 提 を 維 持 す

る に は,ア ル バ ー タを 平 均 基 準 の 対 象 か ら除外 しな け れ ば な らな い。 この た め,平 衡 交 付

金 は,(2-3)式 の よ うに,図1Bの 左 側 の 東 部4州(NL,PE,NS,NB)も 同時 に除 外

した 中位5州 平 均(`5+プ5)の2,368ド ル に 引 き下 げ,最 終 算 定 に お け るオ ンタ リオ の不 足
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出所)筆 者 作 成 。

図1B1982年 度の平衡交付 金:オ ンタ リオ交付 の前提 の堅持
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カナダ平衡交付金の頑健な制度項目と固有の揺らぎ特性(中 井 ・齊藤)

額 すなわち 「交付州への転落」は回避できた。

Gl=Pl[(置5+75)一('P+符m)] (2-3)

ところが,こ の算定式だけで交付金額を決定できたのは,2003年 度までの22年間で6年

分にすぎず,移 行措置や上限 ・下限の様々な特例措置で交付金総額の安定化が図 られてき

た。

(3)天 然 資 源50%算 入 に よ るオ ン タ リオ 不交 付 の前 提 の放 棄

成 熟 期 で は,交 付 金 総 額 の 安 定 化 や 算定 の簡 素 化 を め ざ して,天 然 資 源50%算 入 の 全 州

平 均 が 復 活 した か ら,オ ンタ リオ 不 交 付 の前 提 は放 棄 され た。 中位5州 平 均 は,そ の 前 提

の 堅 持 に成 功 した 。 だ が,オ ン タ リオ の よ うな大 規 模 州 の税 収 が不 況 で落 ち込 む と,後 述

す る よ うに全 州 平 均 の 場合 に比 べ て 基 準 を大 き く引 き下 げ,交 付 金 総額 が急 減 す る。 事実,

2003年 度 の 交 付 金 総 額 は,対GDP比 で0.72%に ま で落 ち込 ん だ。 こ の た め,2004～06年

度 は急 遽,対GDP比0.8%程 度 の108～115億 ドル を総 額 と して,そ れ ま で の交 付 州 に配

分 した が,こ の 総 額 配 分 方 式 は,中 井 ・齊 藤(2011)の よ うに,2007年 度 改 革 まで の 緊 急

措 置 で あ る。

2007年 度 の 新 定 式 配 分 は,中 井 ・齊 藤(2011)が 詳 述 した よ う に,第1に 交 付 金 総 額 を

確 保 す るた め に 全 州 平 均 に 戻 し,算 定 交 付 金 は,(3)式 に よ うに,1977～81年 度 と同 様 の 天

然 資 源50%算 入[(6+0,5γ)一(が+0.財)]と,ゼ ロ算 入 の4税 目(`-4)と の ど ち らか 大

きい 方 を 選 択 で き るよ うに な った。 た だ し,実 際 に は,各 州 の交 付 金 は,天 然 資 源50%算

入 の 方 が ゼ ロ算 入 よ り も,大 き くな って い る。 第2に,激 変 緩 和 の た め に標 準 税 収 を1年

分 で は な く,2年 前 の確 定 値 を3年 加 重 平 均(直 近 を50%,そ れ 以 外 を25%)と した。 こ

れ に よ り,平 均 の サ ンプ ル は,中 位5州 平 均 の5件 か ら30件 と6倍 に増 加 させ て い る。 第

3に 算 定 の簡 素 化 の た め,33項 目を4税 目と天 然 資 源 との5項 目 に統 合 し,同 時 に 年2回,

合 計8回 の 算 定 を1回 だ け の一 本 算 定 と して い る。

0、=max{君[(什0.57)一(〆 十 〇.5質)],君('一 め} (3)

そ の結果,オ ンタ リオ は,不 交 付 の前提 が崩 れ,2009年 度 か ら交 付 州 とな った。事 実,2011

年 度 の オ ンタ リオ は,図1Cの よ うに,天 然 資 源50%算 入 の1人 当た り標 準税 収 が2007～09
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図1C2011年 度の平衡交付金:オ ンタ リオ不交付の前提の放棄

年 度 の3年 加 重 平 均 で6,807ド ル と,全 州 平 均7,110ド ル を 下 回 っ て い る。 ま た,50%算 入

の 政 策 誘 導 効 果 と して,NL州 は沖 合 油 田 の財 源 が急 増 し,AB,SK,BC州 と と もに算

定 上,不 交 付 州 にな った が,2007～11年 度 は沖 合 相 殺 交 付 金 で激 変 緩 和 され て い る。

皿.税 源調整制度の前提条件 と交付金総額の不安定性

1.人 口に関する規模の経済と広域の不経済のバランス

(1)人 口1人 当たり 「実際支出」の州間格差

わが国の普通交付税は,需 要額と収入額の差額を交付金とする財源保障制度である。都

道府県の場合,人 口1人 当たり需要額は,人 口が多い県ほど低下する 「規模の経済」によっ

て,島 根県と神奈川県との最高 。最低倍率は,「約3倍 」に及ぶ(中 井,2007,177頁)。
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カナダ平衡交付金の頑健な制度項 目と固有の揺 らぎ特性(中 井 ・齊藤)

これ に対 し,カ ナ ダ の平 衡 交 付 金 は,上 述 の よ う に各 州 の 行 政 ニ ー ズ(需 要 額)を 考 慮 し

な い税 源 調 整 制 度 で あ る。 その 理 由 は,各 州 の 人 口1人 当 た り実 際 支 出(歳 出 総額)の 最

高 ・最 低 倍 率 が 「1,2倍程 度 」 だ か らで あ るが,な ぜ カ ナ ダ の 各 州 は,そ の 倍 率 が 低 い の

で あ ろ うか 。

私 見 に よれ ば,人 口1人 当 た り 「実 際 支 出」 の 州 間格 差 が 小 さ い の は,人 口 に関 す る

「規 模 の 経 済 」 だ け で な く,例 え ば わ が 国 の北 海 道 の よ うに,面 積 が 広 域 化 す る と1人 当

た り実 際 支 出が 上 昇 す る 「広 域 の 不 経 済 」 の バ ラ ンス に起 因 す る。

事 実,州 と地 方 政 府 を 純 計 した1人 当 た り実 際 支 出 は,以 下 の推 定 結 果 が示 す よ うに,

対 数 変 換 した 人 口 と面 積 で 説 明 で き る⑥。

log(実 際 支 出/人 口)=-0.037510g(人 口)+0.049910g(面 積)+0.0353Dum(年 度)

(-3.40)(6,07)(65.5)

+0.117Dum(AB)+0,0450Dum(QC)+3.023[推 定 期 間:1975-93]

(11.5)(3.97)(56,3)N=190,adjR2=0.960

10g(実 際 支 出/人 口)=-0。045810g(人 口)一ト0.040910g(面 積)+0.0175(年 度)

(-7.00)(8.58)(38.1)

+0.0476Dum(QC)+3.495[推 定 期 間:1994-2008]

(6。51)(97.7)N=150,adjR2=0.913

こ こで,人 口 の単 位 は 人,面 積 は千km2,Dum(年 度)は1965年 度 が1,順 に2008年 度

を44と す る ダ ミー変 数,Dum(AB)やDum(QC)は そ れ ぞ れ,ア ル バ ー タ や ケ ベ ッ

ク州 を1,そ れ以 外 の州 を0と す る ダ ミー変 数 で あ る。

推 定 期 間 は,ア ル バ ー タ の1人 当 た り実 際支 出 が,石 油 シ ョ ック後 の天 然 資 源 の収 入 で

突 出[ダ ミー変 数Dum(AB)の 係 数0.117]し て い る前 期(1975～93年 度)と,ケ ベ ッ

クの実 際支 出 が ア ル バ ー タ を上 回 る よ うに な った後 期(1994～2008年 度)に 区 分 した。 す

な わ ち,後 期 で は,ケ ベ ッ クの1人 当 た り実 際支 出 だ け が,他 の州 よ り も高 いサ ー ビス水

準 を維 持 して い る と考 え られ る。

第1に い ず れ の期 間 で も,人 口 の係 数 が負 符 号 で,面 積 の係 数 が 正 符 号 にな って い る。

第2に 人 口 の係 数 が 負符 号 で あ る こ とは,1人 当 た り実 際 支 出が 人 口の 増 加 に伴 って 逓 減

す る 「規 模 の 経 済 」 を表 して い る。 こ の 規 模 の 経 済 は,前 期(-0,0375)よ り も,後 期

(6)平 衡 交 付 金 の標 準 税 収 は地 方 政 府 の財 産 税 を含 ん で い るた め,そ れ に対 応 す る実 際 支 出 は,州

と 地 方 政 府 の 純 計(Consolidatedprovincial,territorialandlocalgovernmentexpendi-

tures)と 考 え られ る(StatisticsCanada,伽 醗cぶ 顔or3`o'醜'03,CANSIM,table385-0001)。
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(-0.0458)の 方 が,絶 対 値 で 大 きい よ う に,よ り効 果 を発 揮 して い る。 第3に,面 積 の

係 数 の 正 符 号 は,広 域 州 にな る ほ ど実 際 支 出 の 費 用 が 増 加 す る 「広域 の不 経 済 」 と解 釈 で

き る。 この 広 域 の 不 経 済 は,前 期(0.0499)よ り も後 期(0.0409)の 方 が 小 さ いた め,や

や 効 果 を 発 揮 しな くな って い る。

② 高 い 実 際 支 出 の 「小 規 模 ・中 域」 と 「中 規模 ・中域 」 州

各 州 は,人 口規 模 で 見 る と,百 万 人 前 後 の6小 規 模 州(NL,PE,NS,NB,MB,SK),

4百 万 人 前 後 の2中 規 模 州(AB,BC),1千 万 人 前 後 の2大 規模 州(QC,ON)の3つ

に 分 け る こ と が で き る。 他 方,面 積 か ら見 る と,各 州 は10万km2未 満 の3狭 域 州(PE,

NS,NB),50万km2前 後 の4中 域 州(NL,MB,SKAB),100万km2前 後 の3広 域 州

(BC,QC,ON)の3つ に区 分 で き る。 これ らに よ って,9通 りの 組 合 せ が で き るが,ド

イ ツ の都 市 州 の よ うな 「大 規模 ・狭 域 」 や カ ナ ダ準 州 の よ うな 「小 規 模 ・広 域 」 な どの 組

合 せ が な い の で,以 下 の4通 りの組 合 せ に な る。

「小 規 模 ・中域 」(NL,MB,SK)の 州 は,規 模 の 経 済 が 働 か ず,あ る程 度 の 面 積 で 広

域 の不 経 済 が生 じる か ら,1人 当 た り実 際 支 出 が最 も高 くな る。 これ らの 州 は,図2の 対



カナダ平衡交付金 の頑健 な制度項 目と固有の揺 らぎ特性(中 井 ・齊藤)

数 変 換 した人 口(ヨ コ),面 積(タ テ),1人 当た り実 際 支 出(高 さ)の3次 元 で み る と,

そ のバ ラ ンス の特 徴 が明 らか に な る。 これ らの 州 の 人 口は,例 え ば2008年 度 の 「小 規模 ・

狭 域 」 の ノバ ・ス コ シ ア(NS)と,ヨ コの 対 数6.0で ほぼ 同 じで あ る。 だが,タ テ の面 積

の対 数 が,図 の タ テの 点 線 の 矢 印 の よ う に,NS州 の1.8の 狭 域 か ら2.8の 中域 にな るた め,

高 さ の実 際 支 出 の 対 数 は,図 の 「左 上 が りの 実 線 」 の矢 印 の よ う にNS州 の 推 定4。06か

らサ ス カ チ ュ ワ ン(SK)の よ うに4.10に 上 昇 す る の で あ る。

事 実,SK州 の 人 口は101万 人(対 数6.0)の 小 規 模 で,面 積652千km2(対 数2.81)と 中

域 州 に な る た め,1人 当 た り実 際 支 出 は14,145ド ル で あ る。 そ の推 定 は12,589ド ル(対

数:4.10=-0,0458×6.0+0.0409×2,81+0.0175×44+3.495)で10%程 度 の 誤 差 は あ るが,

最 も高 い。 ま た,ニ ュー ・フ ァ ン ドラ ン ド ・ラ ブ ラ ドル(NL)も,マ ニ トバ(MB)と

同 様 に,人 口50.6万 人 で 「規 模 の 経 済 」 が 働 か ず,面 積 が405千km2の 「広 域 の不 経 済 」

との 相 乗 効 果 に よ って,1人 当 た り実 際 支 出 は14,070ド ル(推 定12,883ド ル)と 高 くな る。

た だ し,「 中規 模 ・中域」(AB,BC)の な かで,ア ル バ ー タ(AB)は,ブ リテ ィ ッシュ ・

コ ロ ン ビア(BC)と 同様 に,面 積 が662千km2でSK州 とほ ぼ 同 じで あ るが,人 口 が385

万 人 と 中規 模 に な るた め,「 規 模 の 経 済 」 が あ る程 度,発 揮 され る。 こ の た め,ア ル バ ー

タ の1人 当 た り実 際支 出 は13,734ド ル(推 定12,031ド ル)に 低 下 す る。

(3)低 い実 際支 出 の 「小 規 模 ・狭 域 」 と 「大 規 模 ・広 域 」 州

上 述 した ノバ ・ス コ シ ア(NS)は,東 部 の 「小 規 模 ・狭域 」(PE,NS,NB)の グル ー

プ に あ り,人 口93.6万 人,面 積55.3千km2で あ る。 そ の1人 当 た り実 際 支 出 は12,022ド ル

(推 定11,481ド ル)で あ る。 最 も 「小 規 模 ・狭 域 」 の プ リン ス ・エ ドワ ー ド島(PE)は,

人 口13.9万 人 で 「規 模 の 経 済 」 は 働 か な いが,面 積 が 四 国 の愛 媛 県(人 口150万 人)に 相

当す る5,66千km2と 小 さ く,「広域 の不 経済 」 を回避 で き るた め,1人 当た り実際 支 出 は12,004

ドル(推 定11,482ド ル)と,NS州 や ニ ュ ウー ・ブ ラ ン ズ ウ ィグ(NB)と 同 様 の 低 い水

準 が維 持 で き る の で あ る。

こ れ らに 対 して,オ ンタ リオ は 「大 規 模 ・広 域 」(ON,QC)の グル ー プ に あ り,面 積

が1,076千km2と 狭 域 州 の ほぼ2倍 に な り,中 域 州 を や や 上 回 る程 度 で あ る。 と こ ろが,

オ ンタ リオ の 人 口 は,1,204万 人 と小 規 模 や 中 規 模 州 の3倍 以 上 に及 ぶ た め,図 の ヨ コの

点 線 の 矢 印 の よ う に,「 小 規 模 ・中域 」 か ら 「中 規 模 ・中 域 」(AB,BC)を 経 由 して,

「大 規 模 ・広 域 」 に至 るの で あ る。 そ の結 果,オ ン タ リオ は,図 の ヨ コの 「右 下 が りの実

線 」 の矢 印 の よ う に,ケ ベ ッ ク と同様 に,「 規 模 の 経 済 」 が 「広 域 の不 経 済 」 を 上 回 る た
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め,1人 当 た り実 際 支 出 は11,427ド ル(推 定11,569ド ル,対 数4.07)に 低 下 す るの で あ る。

そ の 結 果,「 小 規 模 ・狭 域 」 と 「大 規 模 ・広 域 」 州 の1人 当 た り実 際 支 出 は,規 模 の 経

済 と広 域 の不 経 済 の バ ラ ンス に よ っ て,最 も低 い水 準 を維 持 で き る。 しか しな が ら,1人

当 た り実 際支 出 が最 も高 い 「小 規模 ・中域 」 のSKやNL州 は,最 も低 い オ ンタ リオ な

ど に比 べ て 実 績 で は1.24倍(推 定1.09倍)と 格 差 が小 さ い。 この た め,カ ナ ダ の平 衡 交 付

金 は,行 政 ニ ー ズ の需 要 額 を考 慮 しな いで,税 源 調 整 制 度 の 人 口1人 当 た り平 均 税 収 を基

準 に で き る の で あ る。

最 後 に,特 に注意 す べ き点 は,ケ ベ ックの1人 当 た り実 際 支 出 は,13,880ド ル(推 定13,803

ドル)で,同 じ 「大 規 模 ・広 域 」 の オ ン タ リオ よ り も,121倍 と高 く,「 小 規 模 ・中域 」

のSKやNL州 に匹 敵 す る。 こ の実 態 は,後 述 す る よ うに,ケ ベ ック は独 自 に,所 得 税

や 一 般 売 上 税 の 超 過 課 税 で,基 準 を 超 え る実 際支 出 に対 して 限界 責 任 を発 揮 して い る の で

あ る。

2.税 率操作権の行使と州税の 「都市化による逓増傾向」の鈍化

(1)5項 目別実際税収の推移

1967年 度以降の代表的税制方式では,項 目別の標準税収が,実 際税収の各州合計を課税

べ一スで割った全国平均税率に,各 州の課税べ一スをかけて算定されるか ら,各 州合計の

標準税収 と実際税収は等 しい。また,2007年 度改革の新定式配分ではそれまでの33項 目を

所得税,法 人税,売 上税等,財 産税の4税 目と天然資源に統合 している。このため,33項

目を5項 目に集計 しなおせば,1967年 度以降の実際税収の項目別推移が明 らかになる(7)。

第1に 売上税等(一 般売上税 とその他の個別消費税を含む)は,表3の ように,1960年

代後半から70年代前半では,半 分近 くを占めていた。これに対 し,2割 程度の所得税(給

与税を含む)は,そ の後の高度成長と後述する州所得税率の引き上げで増大 し,以 後3割

前後の構成比で推移 している。その結果,所 得税と売上税等は,中 位5州 平均が導入され

た 「1982年度改正」以降は,そ れぞれ3割 前後の構成比で安定的に推移 している。

第2に 財産税(州 ・地方政府の財 ・サービスの料金収入を含む)は,表3の ように 「1982

年度改正」で,前 年度の71億 ドルか ら175億 ドルと2倍 以上に引き上げられ,3割 近 くの

構成比を示すようになった。だが,財 産税は,1999年 度の算定替えで25%前 後,2004年 度

の減額で2割 強の水準にとどまっている。

(7)5項 目へ の 集 計 方 法 は 中井 ・齊 藤(2011,78-81)を 参 照 され た い。 た だ し,2012年 度 の新 定

式 配 分 で は,2年 前 の 確 定 値 が 用 い られ るの で,2010年 度 が 最近 年 とな って い る。
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第11巻 第2号

第3に,天 然資源の収入は,1973年 の石油ショックの影響で72年 度の7億 ドルから74年

度の16億 ドルと2倍 以上に増大 している。ただし,1976年 度までの17億 ドル前後までは,

産油州アルバータの実際収入がほとんど算入されていなかった。これに対 し,50%算 入を

導入 した1977年 度には,ア ルバータの天然資源 も実際収入に計上されるようになったが,81

年度までは50%算 入分である。このため,「1982年 度改正」の59億 ドルは,100%算 入であ

るため,81年 度32億 ドルのほぼ2倍 になるが,上 述 したように,ア ルバータの収入は,中

位5州 平均の対象から除外されている。このような算入率の違いを踏まえても,天 然資源

の収入は,石 油ショックか ら1980年代前半までは1割 弱の構成比を占めてきたが,そ の後

は5%前 後で推移 し,2000年 代に入ってNL州 などの沖合油田の影響で,再 び1割 前後

の水準に回復 しつつある。

② ケベ ックの超過課税とアルバータの軽減措置

一般に,貧 困州は,富 裕州に比べて税率を引き上げる傾向にある(石,1985,32頁)。

この傾向は,表 面税率だけを比較しても 「正確に実態を解明できた」 とはいえず,特 にケ

ベ ックと他の9州 では,所 得税の徴税方式が異なるため,比 較 さえできないのである。と

ころが,1967年 度からの代表的税制方式では,標 準税収 と実際税収を比較することによっ

て,各 州の税目別に税率操作権を行使 してきた実態をより正確に把握できる。

ケベ ックを除 く各州の所得税は1999年 度まで,徴 税委託協定による連邦所得税の付加税

として,「 所得税割」の税率を賦課 してきた。例えば,NL州 の所得税割は,1967年 度28

%と 連邦政府が定めた標準税率 と同じで,ケ ベックを除 く9州 平均の29%よ りも低かった

(石,1985,30頁)。 だが,NL州 は,1975年 度に9州 平均の37%よ りも高い40%に 引き上

げ,99年 度まで9州 平均の53%よ りも高い69%を 適用 し,税 率操作権を行使 してきた。ま

た,2000年 度以降の各州は,ケ ベックと同じように,所 得税の課税べ一スに3段 階などの

累進税率を適用するようになり,NL州 の2段 階目の税率は,2005年 度16。16%で,こ れ

まで同様に全10州 平均13.50%よ りも高いが,ケ ベ ックはそれが20%で あるから,超 過課

税 している実態が把握できる。それで も,累 進税率の刻み(Taxbrackets)は,各 州で

異なるため,税 率操作権を行使 した実態が解明できたとは言えないのである。

ところが,代 表的税制の標準税収は,税 目別に実際税収の各州合計を課税べ一スで割っ

た 「全国平均税率」に,各 州の課税べ一スをかけて算定される。このため,人 口1人 当た

り標準税収が,そ の実際税収よりも低い(高 い)場 合,全 国平均税率よりも高い(低 い)

実際税率を適用 して税率操作権を行使 していたことになる。この検証は,1967～2010年 度
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の44年 間 で1人 当 た り標 準 税 収 合 計 の プ ロ ッ トが,図3の ケ ベ ッ ク(●)の よ うに,そ の

実 際税 収 との45度 線 の 「下 」 に あ るの で,全 国 平 均 税 率 よ り も高 い税 率 で超 過 課 税 して お

り,ア ルバ ー タ(+)は45度 線 の 「上 」 に あ るの で,低 い税 率 の軽 課 措 置 を判 別 で き る。

つ ぎ に,ど の税 目 で各 州 が 税 率 操 作 権 を 行 使 した か を 見 る こ とに しよ う。 第1に,所 得

税 の1人 当 た り標 準 税 収 は表4の よ うに,実 際 税 収 の 係 数 が0.982と ほ ぼ1に 近 い が,例

え ば44年 間 のNL州 を1,そ れ 以 外 の州 を ゼ ロ とす るDum(NL)の ダ ミー 変 数 の係 数

0.0375は,ケ ベ ッ クの 係 数 一〇.155と 同様 に,統 計 的 に有 意 な 「負 符 号 」 を 示 して い る。

こ の貧 困州 の負 符 号 は,45度 線 の 「下」 にあ るか ら,全 国平 均 税 率 よ り も 「高 い」 税 率 で

超 過 課 税 して い る こ と に な る。 こ れ に対 し,オ ンタ リオ や アル バ ー タ,BC州 の よ うな富

裕 州 は,45度 線 の 「上 」 に あ るか ら,そ れ らの ダ ミー変 数 の係 数 は,そ れぞ れ0.0612,0.172,

0。104と 統 計 的 に有 意 な 「正 符 号 」 を 示 し,全 国平 均 税 率 よ り も 「低 い」 税 率 で 軽 減 して

い た こ と にな る(8)。

(8)オ ンタ リオ とBC州 は,1981年 度まで は連邦政府 が設定 した標準税率 とほぼ同 じで,9州 平

均 よ りも10%ポ イ ン ト程度低 く,ア ルバータは さ らに低 か った。 オ ンタ リオ とBC州 は1982年

度以降,所 得割税率 を引き上 げて,93年 度 ではそれぞれ58%と52.5%の ように9州 平均56%に 近

づ けて いる。 ところが,1997年 度以降は,両 州 とも減税 に転 じて,2005年 度の2段 階 目の税率 は/
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表4人 口1人 当たり標準税収と実際税収による超過課税の実態

被説明変数 所得税 法人税 売上税等 財産税 天然資源5項 目計4税 計

log(実 際税収)

Dum(NL)

Dum(NS)

Dum(QC)

Dum(ON)

Dum(SK)

Dum(SK82-10)

Dum(AB)

Dum(AB75-10)

Dum(AB74-76)

Dum(BC)

Dum(82-10)

定数項

0.982

(195.2)
-0

。0375

(-4,54)

一 〇
.155

(-18.5)

0.0612

(7.36)

0.172
(18.8)

0.104
(12.6)

0.9370.945

(86.0)(140.6)
-0 .0474-0.0861

(-2.89)(-9.52)
0.0200

(2.21)

一 〇
.264

(-12。6)

0.177
(9.47)

0.04520.140

(3.22)(5.91)

0.0246

(2.72)

0.0572

(6。32)

0.394
(42.9)

0.0269
(2.97)

0.121

(6.00)

0.843

(45.3)
0.144

(9.00)

一 〇
.0340

(-2.21)

0.863

(59.0)
0.205

(8.05)

0.209

(7.90)

0.06310.130
(4.16)(4.20)

1.851
(20.3)

0.186
(8.48)
0.3250.284

(8.81)(9.93)

0.9670.971

(115.0)(109.3)

一 〇
.0581-0.0592

(-9.54)(-9.72)

0.0128

(2,08)

0.153
(24.8)

0.0905

(3.81)

0.189
(31.4)

0.0730

(2.96)

adjR20.990

N[1967～2010年 度]440

α953

440

0.979

440

0.974

440

0.951

296

0.993

440

0.993

440

出所)『 算定資料』 よ り,筆 者作成。

第2に,産 油州アルバータは,表4の 天然資源の推定結果のように,1974～76年 度を1,

これ以外の年度をゼロとするDum(AB74-76)の 係数1.851の 正符号が,実 際収入より

も高い標準収入という石油ショックの効果を表 し,天 然資源の収入で他の税 目を軽減 して

いる。特にアルバータは,一 般売上税を実際には 「課税 していない」が,そ の標準税収は,

全国平均税率に課税べ一スをかけた金額である。このため,ア ルバータは,「一般売上税

が課税された」 とみなされて,そ のDum(AB)の 係数が0,394の 高い 「正符号」で,標

準税収は,実 際税収よりも高 く算定されるのである。

第3に,5項 目とその合計を州別にみると,例 えばNL州 の所得税や法人税,売 上税

等の超過課税分は,財 産税の減税や天然資源で相殺 されて,5項 目計や4税 計では,有 意

＼ともに9.15%で 全10州 平均 を下回 り,BC州 はさ らに08年 度 には7.70%に 引き下 げて いる。 また,

アルバー タは,財 産税 も軽 課 してきた が,州 所得 税 は,石 油 シ ョック後 の1975年 度以 降で は

[Dum(AB75-10)]の 係数 が示 すよ うに,連 邦政 府が設定 した標準税率の所得割44%と ほぼ 同

じで軽課 して きた。2005年 度以降の税率 も,10%の 比例税率 を適 用 して,法 人税 とと もに軽課 し

てい る[TreffandPerry,(2002-04)等 を参照]。
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な ダ ミー 変 数 の 効 果 が 得 られ な か った。 ま た,オ ンタ リオ州 は,全 国平 均 に比 べ た と きの

所 得 税 や 売 上 税 等 の 軽 課 措 置 分 が,財 産 税 の超 過 課 税 で相 殺 さ れ て,5項 目計 で は有 意 な

ダ ミー変 数 の 係 数 が 得 られ な か った。PEやNS,NBの 東 部3州 や マニ トバ(MB)で

は,税 目ご と で も有 意 な ダ ミー変 数 の 効 果 が得 られ ず,全 国平 均 税 率 に近 い と考 え られ る。

した が って,ケ ベ ックは,表4の よ うに5項 目計 や4税 計 で も,ダ ミー変 数 の 係 数 が そ

れ ぞ れ 一〇.0581や 一〇.0592の 有 意 に 「負 符 号 」 で あ る。 これ は,前 節 で述 べ た人 口1人 当

た りの 「高 い実 際 支 出」 を所 得 税 の 超過 課 税 で 限 界 責 任 を発 揮 して い る こ との証 左 で あ る。

他 方,ア ル バ ー タは,5項 目計 や4税 計 で も,ダ ミー 変 数 の 係 数 が そ れ ぞ れ0.153や0.189

の よ うな 大 きな 「正 符 号」 で,天 然 資源 の収 入 に よ って所 得 税 や売 上 税 の 軽 課 措 置 を 解 明

で き るの で あ る。

(3)州 税 の 「都 市 化 に よ る逓 増 傾 向」 の鈍 化

州 税 の 「都 市 化 に よ る逓 増 傾 向」 は,経 済 全 体 の高 度 成 長 か ら低 成 長 へ の 移 行 に伴 って

鈍 化 し,地 域 間 格 差 が縮 小 す る と,1章 で述 べ た 「オ ンタ リオ 不 交 付 の前 提 」 は 崩壊 す る。

これ は,ド イ ツ で も,ル ー ル工 業 地 帯 を有 す る大 規 模 州 の ノル トラ イ ン ・ヴ ェ ス トフ ァー

レ ン(NW)が 「援 助 す る」 側 か ら 「援 助 され る」 側 に転 換 した こ と と相 通 ず る もの が あ

る(中 井,2007,103頁)。

人 口1人 当 た り標準 税 収 の 「4税 計 」 は,図4の(+)よ う に,天 然 資 源 を 除 くと,人

口規模 が 大 き くな る ほ ど高 くな る 「都 市 化 に よ る逓 増 傾 向 」 を示 して い る。 事 実,対 数 変

換 した そ の 金額 を 対数 変 換 した人 口規 模 で 説 明 す る と,そ の 係 数 は,表5の よ うに,例 え

ば1967～71年 度0.519の 傾 き を持 つ 「右 上 が りの 直 線 」 で 表 す こ とが で き る。 た だ し,人

口10万 人(対 数5.0)のPE州 の人 口1人 当 た り標 準 税 収 合 計 は,図4の 実 線 を伸 ば した

点線 の100ド ル(対 数2.0)よ り も 「高 い 」158ド ル(対 数2.2)の 水 準 にあ る。 こ の差 は,

表5の 推 定 結 果 で は,PE州 を1,こ れ 以 外 を ゼ ロ とす るダ ミー 変 数[Dum(PE)]の 係

数 が0.370の 統 計 的 に有 意 な 「正 符 号 」 で 確 認 で き る。

他 方,人 口1,000万 人(対 数7.0)前 後 の 大 規 模 州 で あ る ケ ベ ッ ク(QC)と オ ンタ リオ

(ON)の そ れ は,図 の 実 線 を伸 ば した点 線 よ り も 「低 い」 と こ ろ に位 置 し,そ れ ぞ れ251

ドル(対 数2.4)と316ド ル(対 数2.5)で あ る。 この 差 は,表5の 推 定 結 果 で は,QCや

ON州 を1,こ れ 以 外 をゼ ロ とす る ダ ミー変 数[Dum(QC),Dum(ON)]の 係 数 が,

そ れ ぞ れ 一〇。388や一〇.303の 統 計 的 に 有 意 な 「負 符 号 」 で確 認 で き る。 した が って,1967

～71年 度0 .519の 傾 き を持 つ実 線 は,7州 の標 準 税 収 の偏 在 度 を 表 した もの で あ るが,PE
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州 が そ の 直 線 の上 に,QCやON州 が そ の 直 線 の 下 に位 置 す る構 造 が,カ ナ ダ 州 税 の

「都 市 化 に よ る逓 増 傾 向」 の 特 徴 とい え よ う。

そ の構 造 の経 年 変 化 を み る と,図4の 実 線 は,高 度 成 長 期 の1982年 度 ま で は,年 率5%

の 自然 増 収 で上 方 シフ トして い る。 これ は,表5の 推 定 結 果 で は,1967年 度 を1,順 に68

年 度 を2,2010年 度 を44と す る よ うな ダ ミー 変 数[Dum(年 度)]の 係 数 が,①1967～71

年 度 の期 間 で,0.0516の 統 計 的 に有 意 な 「正 符 号 」 で 確 認 で き る。 だ が,こ の 自然 増 収 に

よ る上 方 シフ トの 幅 は,図4の 実線 の よ う に低 成 長 期 に入 る と,1982～87年 度 の年 率3.05

%,88～91年 度 の2.25%,92～98年 度 の1.45%の よ う に狭 くな って い る。 この よ うな 自然

増 収 の幅 は,表5の ⑦1999～2003A年 度 の5年 間 で は,年 率0。465%に 低 下 した。

高 度 成 長 か ら低 成 長 へ の 移 行 に伴 って,3州 を 除 く7州 の 「都 市 化 に よ る逓 増 傾 向」 を

表 す 人 口規 模 の係 数 は,1972～76年 度0.428,77～81年 度0.399,82～86年 度0.301,87～91

年 度0。269,92～98年 度0.234と,偏 在 度 が低 下 して い くの で あ る。 そ して7州 の偏 在 度 が

低 下 して い くと,そ れ ま で は 実線 を伸 ば した 「点線 の下 」 に位 置 して い たオ ンタ リオ が,

図4の よ う に,⑦1999～2003年 度Aの 算 定 替 え の期 間 で は,8州 の実 線 に吸 収 され,そ の

係 数 が0,148に ま で低 下 した の で あ る。

1999年 度 の 算 定 替 え で は,東 部3州 が97年 度 に協 調 売 上 税 を導 入 した の で,一 般 売上 税
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の 州 間 配 分 を 「消 費 ア プ ロー チ」(表5の ⑦'1999～02年 度B)か ら 「活 動 ア プ ロ ー チ 」

(⑦1999～03年 度A)に 段 階 的 に移 行 し,2003年 度 に完 全 移 行 して い る。 た だ し,人 口1

人 当 た り一 般 売 上 税Bの 人 口規 模 の 係 数 は,0,0594と 推 定 され た の に対 し,一 般 売 上 税A

の 係 数 は0.0634と 上 回 って い る。 こ の た め,一 般 売 上 税 の州 間配 分 の算 定 替 え が,偏 在 度

を 表 す 係 数 を0.148に ま で 低 下 させ た要 因 と は考 え られ な い。1999年 度 の 算 定 替 え で は,

同 時 に,売 上 税 等 の8%を 占 め る宝 く じ収 入 が,人 口 の均 等 配 分 に改 定 され た か ら,人 口

1人 当 た り標 準税 収 の4税 計 は,か な り均 て ん化 した と考 え られ る。

2007年 度 改革 に よ る新 定 式 配 分(2年 前3年 加 重 平 均)の ⑧2004～10年 度 の 期 間 で は,

偏 在 度 を表 す 人 口規 模 の 係 数 が,表5の よ う に0.204に 回 復 し,自 然 増 収 の 年 率 も1.27%

に 回 復 して は い る。 だ が,こ れ らの係 数 は,高 度 成 長 期 の半 分 以 下 の 値 に下 が って い る。

人 口1人 当 た り標 準 税 収 の 「都 市 化 に よ る逓 増 傾 向」 は,経 済 成 長 率 の 低 下 に伴 って 鈍 化

し,州 間 の偏 在 度 が是 正 さ れ る か ら,「 オ ン タ リオ 不 交 付 の前 提 」 が崩 壊 す る の で あ る。

3.交 付金総額の急減と中位5州 平均のワナ

(1)算 定交付金のオンタリオとケベ ックの2州 モデル

中位5州 平均の基準は,1工章で述べたように,天 然資源のほぼゼロ算入によって 「オン

タリオ不交付の前提」の堅持に成功 したが,全 州平均の場合と比べて大規模州の好 ・不況

の影響が増幅された。私見によれば,こ の基準変動の増幅が 「中位5州 平均のワナ」 と考

えられる。

平衡交付金は,上 限や下限の特例措置で総額が最終的に決定されるが,そ れらの特例措

置が適用される前の算定式に基づく交付金は,「算定交付金」 といわれる。ケベ ックの算

定交付金(GQc)は,以 下のように,1人 当たり全州平均(`:1982～2003年 度は中位5

州平均)と,ケ ベ ックの標準税収(ちc)の1人 当たり金額(オQC=7益c/ちc)と の差額に,

その人口(ゐc)を かけた金額である。

θQC一 偽C(卜'QC) (3-1)

こ こ で,1人 当 た り全 州 平 均[♂=(」%N/Σ 君)`ON+(馬c/Σ 君)`QC+…+(昂E/Σ 君)`PE]

は,例 え ば ケ ベ ック の 「1人 当 た り標 準 税 収 」('QC)に,人 ロ ウ エ イ ト(1㌔c/Σ 君)を か

け た金 額 の全 州 合 計 で あ る。

第1に,そ の人 ロ ウエ イ トは,オ ン タ リオ とケ ベ ックを 合 計 す る と,図1AやB,Cの
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横 幅 が 示 した よ うに,全 州 平 均 の期 間平 均 で63%,中 位5州 平 均 の 期 間 平 均 で76%に も及

ぶ。 この た め,10%前 後 のBCやAB州,そ の 他 の 州 の ウエ イ トを 残 差 と して ゼ ロ とす

れ ば,以 下 の(3-2)式 の よ う に,人 口1人 当 た り2州 平 均[オ2=(∫ もN/Σ 亀)`ON+(偽c

/Σ ろ)'QC=(7bN+7るc)/Σ ろ]を 仮 定 した オ ンタ リオ と ケ ベ ッ ク の 「2州 モ デ ル 」 を

導 く こ とが で き る。

GQC-%C(孟2-'QC)一 ㌔C[(るN+窺C)/Σ 亀 一`QC]

一 ゐc[7bN/Σ ろ 一(1一 偽c/Σ ろ)オQC] …(3-2)

こ こで,7bNは オ ンタ リオ の標 準 税 収,(Σ ろ)は2州 の 合 計 人 口で あ る。

第2に,こ の2州 モ デ ル で は,ケ ベ ッ クの算 定 交 付 金 の 対GDP比(OQC/y)が,両 辺

を カ ナ ダ 全 体 のGDP(y)で 割 って,(3-3)式 の よ うに オ ンタ リオ とケ ベ ック の 「標 準

税 収 倍 率 」{%N/7るc}で 表 す こ とが で き る。

(θQc/y)=(偽c/Σ 鳥)(7bc/y){笈)N/7⇔c}一[1-(馬c/Σ 、亀)](7bc/y)(3-3)

第3に,ケ ベ ッ クの 交 付 金 が 総 額(ΣOi)の 「約 半 分 」を 占め る こ と(ΣOi≒2×OQC)

に着 目す れ ば,両 辺 を2倍 した 「交 付 金 総 額 の2州 モ デル 」 を導 くこ とが で き る。

{(ΣGi)/y}-2(馬c/Σ&)(ちc/γ){%N/馬c}-2[1-(偽c/Σ 鳥)](ちc/y)

…(3-4)

② 推 定 式 の 基 本 構 造 と アル バ ー タ効 果 の 有無

「交 付 金 総 額 の2州 モ デ ル」 の 推 定 式 は,以 下 の よ う に,(3-4)式 第1項 の 「標 準 税 収

倍 率 」 を 説 明 変 数 と した 係 数 β〔=2(ゐc/Σ ろ)(7⇔c/y『)>0〕 と,第2項 を 定 数 項

α{=-2[1-(偽c/Σ 鳥)]<0}と して推 定 式 を基 本 構 造 とす る。

{(ΣOi)/y}=α+β{笈)N/7bc}+γ(7XB/y)+δ(OQC/ΣOi)+e、 (3-5)

こ こで,全 州 平 均 期 間 で は,(3-5)式3項 の 産 油 州 アル バ ー タ の 標 準 税 収 の対GDP比

(7λB/γ)が,平 均 基 準 を 引 き上 げ て 交 付 金 総 額 を 増 大 させ る効 果(γ>0:以 下,ア ル
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バ ー タ効 果)で あ る。 これ に代 わ って 中位5州 平 均 で は,(3-4)式4項 の ケ ベ ックへ の 交

付 金 の 構 成 比(σQC/ΣG)が,総 額 に影 響 しや す い(δ>0)と 予 想 され,eiは 誤 差 項 で

あ る。

第1に,実 際 の推 定 で は,ケ ベ ック の人 口構 成 比 は2州 合 計 に対 す る割 合(%c/ΣP巨)

で は な く,全 州 平 均 期 間 で は全10州 合 計 に対 す る 割 合 の26%(=馬c/Σ 君o),中 位5州

平 均 の 期 間 で は5州 合 計 に 対 す る割 合31%(=馬c/Σ 鳥)で あ る。 こ の た め,後 者 の β

が大 き くな る。 第2に,1982年 度 改 正 で 財 産 税 が 各 州合 計 で2.5倍 に 引 き上 げ られ,ケ ベ ッ

クの 標 準 税 収 の対GDP比(7為c/y')も,全 州 平 均 の期 間 の0,0266か ら,中 位5州 平 均 の

期 間 の0.0380に 上 昇 して い る。 第3に これ ら2つ の相 乗 効 果 に よ って,標 準 税 収 倍 率 の 係

数 βは,そ れ ぞ れ の期 間 の単 純 平 均 を 用 い た値 が,以 下 の よ う に1。383と2。356で,中 位5

州平 均 の方 が2倍 近 く大 き くな る こ と が予 想 され る。

全 州平 均期 間:β=2(馬c/Σ 君o)(7bc/y)=2×26%×0.0266=1.383

中 位5州 平 均:β=2(馬c/Σ 鳥)(7bc/γ)=2×31%×0.0380=2.356

実 際 の推 定 結 果 は,以 下 の よ うに,全 州 平 均 と 中位5州 平 均 の 期 間 で,標 準 税収 倍率 の

係 数 βは,全 州 平 均 の1.260に 対 し,中 位5州 平 均 で は3225と2,5倍 の よ うに大 き くな って

い る。

{(ΣOi)/y'}=1.260{7bN/7bc}十14.56(7XB/yり 一1.333十 〇.0961Dum(73-81)

(734)(9,50)(-4.49)(4.88)

-0
.581Dum(07-08)-0.4311Dum(09-12)[全 州 平 均 期 間:1967-81,2007-12]

(-8.75)(-7.55)N=21,adjR2=0,942

{(ΣOi)/γ}=3.225{笈)N/7るc}十2.446(OQc/ΣOi)-5.768-0。164Dum(87,95-96)

(10.3)(6.51)(-5。19)(-13.8)

-0 .377Dum(97-98)-0。786Dum(99-03)[中 位5州 平 均 期 間:1982-2003]

(-8.15)(-8.34)N=22,adjR2=0.913

ここ で,例 え ばDum(73-81)は,1973～81年 度 を1,こ れ以 外 の年 度 をゼ ロ とす る ダ ミー

変 数 で あ る。

(3)中 位5州 平均 とオンタリオ不況による交付金総額の急減

以上の推定結果から,代 表的税制導入後の算定交付金総額の対GDP比 が,図5の よ

うに,オ ンタリオとケベックの標準税収倍率だけでなく,ア ルバータ効果による上方シフ

トなどが説明できる。また,総 額の対GDP比 が2003年 度0。72%に 急落 したことは,オ ン
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出所)筆 者作成。

図5算 定交付金の対GD比 と標準税収倍率の関係

タ リオ不 況 に よ る 「中位5州 平 均 の ワ ナ」 に起 因 し,そ れ を2州 モ デ ル で確 認 で き る の で

あ る。

第1に,1967～81年 度 の 全 州 平 均 期 間 で は,図5の 破 線 の よ うに,標 準 税 収 倍 率 が 大 き

く(小 さ く)な れ ば,算 定 交 付 金総 額 の 対GDP比 が,係 数 βの 傾 き1260に 従 って,上

昇(下 落)す る。 た だ し,ア ル バ ー タ の 標 準 税 収 の 対GDP比(7XB/yり は,そ れ まで

の0.011%か ら1973年 度 の 石 油 シ ョ ックに よ る天 然 資 源 の 増 収 で0.014～0.018%に 上 昇 し,

天 然 資源 を77年 度 の100%か ら50%算 入 に引 き下 げ て も0.028%と ほ ぼ2倍 に急 増 して い る。

この ア ル バ ー タ効 果 は,係 数14.56で,図5の1967～72年 度 の プ ロ ッ ト(○)と そ の 破 線

を,73～76年 度(+)と77～81年 度(●)の 破 線 に上 方 シフ トさせ たの で あ る。

第2に,中 位5州 平 均 で は,ア ル バ ー タ効 果 に代 わ って,ケ ベ ックへ の 交 付 金 の 構 成 比

(OQC/ΣOi)が 高 い ほ ど,そ の係 数2。446の 割 合 で交 付 金 総 額 を増 大 させ る傾 向 に あ る。

そ の 構 成 比50%前 後 が1982～84年 度 に55%前 後 を 占 め た た め,交 付 金 総 額 の 対GDP比

は,図5の 傾 き3225の 実 線 上 の1,0%か ら1.1%へ の 上 方 シ フ ト(◇)に つ な が った の で あ

る。 また,1986～96年 度 の10年 間 は,ほ ぼ その 実線 に した が って,標 準 税 収 倍 率 の増 加 が,

交 付 金 総 額 の対GDP比 を89年 度 の ピー ク に押 し上 げて い る。
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と こ ろ が 第3に,1999年 度 の算 定 替 え で,オ ンタ リオ の 標 準 税 収 が729億 ドル か ら2003

年 度777億 ドル に伸 び悩 む と,ケ ベ ッ ク との倍 率 は1.98倍 か ら192倍 と0.06ポ イ ン ト縮 小 す

る。 この 倍 率 の 縮 小 は,交 付 金 総 額 の 対GDP比 を0.19%ポ イ ン ト(=0。06×3.225)引

き下 げ る。 この オ ン タ リオ 不 況(た だ し,人 口 は堅 調 に増 加)は 同時 に,ケ ベ ックへ の 交

付 金 の 構 成 比 を,同 じ期 間 に49.8%か ら43.3%と6.5%ポ イ ン ト減 少 させ,交 付 金 総 額 の 対

GDP比 を0.16%ポ イ ン ト(=0.065×2.446)引 き下 げた 。 そ の結 果,中 位5州 平 均 で は,

オ ン タ リオ 不 況 の も とで,標 準 税 収 倍 率 の縮 小 と,ケ ベ ックへ の 交 付 金 構 成 比 の 低 下 との

「相 乗 効 果 」 に よ って,0.35%ポ イ ン ト(=0.19+0.16)も 引 き下 げ た の で あ る。 事 実,交

付 金 総 額 の 対GDP比 は,1999年 度 の1.09%か ら2003年 度 に は0,72%と0.37%ポ イ ン トも

急 減 した。 これ が,「 中 位5州 平 均 の ワナ」 で あ り,2004～06年 度110億 ドル とい う総 額 配

分 の 緊急 措 置 や,2007年 度 改 革 につ な が った の で あ る。

2007年 度改 革 に よ る全 州平 均 で は,オ ンタ リオ の標準 税 収 が2010年 度 の898億 ドルか ら2012

年 度896億 ドル に伸 び悩 ん で,図3の 破 線(・)の よ うにケ ベ ック との倍 率 を1.98倍 か ら1.89

倍 と0.09ポ イ ン トと,さ らに大 き く縮 小 させ た 。 そ れ で も,交 付 金 総 額 の 対GDP比 は,

全 州 平 均 を と って い る た め,0.11%ポ イ ン ト(=0.09×1。260)の 引下 げ にす ぎ な い。 同 時

に,ケ ベ ッ クへ の交 付 金 構 成 比 は,ア ルバ ー タ効 果 の0.364%ポ イ ン ト(=0.025×14.56)

の下 支 え に よ って,同 じ期 間 に50%前 後 を 維 持 した の で あ る。 そ の結 果,オ ンタ リオ不 況

下 で も,全 州 平 均 を 基 準 とす る2007年 度 改 革 に よ り,交 付 金 総 額 の 対GDP比 は,標 準

税 収 倍 率 の 縮 小 の 影 響 だ け で,し か も全 州 平 均 の傾 き1。260の 破 線(・)に 従 うた め,同

じ期 間 に1。23%か ら1.04%と0.19%ポ イ ン トの 引 下 げ に と ど ま った の で あ る。

IV.簡 素な算定方式による総額安定化への挑戦

カナダの平衡交付金は,1957年 度に誕生 して以来,簡 素な算定方式による単段階の垂直

的調整を堅持してきた。 この税源調整制度は,表6の ように,最 も頑健な制度項目といえ

よう。また,各 州の税率が異なることに対 し,日 本の地方交付税の収入額算定のような標

準税方式から,1967年 度には全国平均税率を用いる代表的税制方式に移行 した。この代表

的税制方式は,表6の 網掛けのように,2007年 度以降の新定式配分でも継続 しているから,

かなり頑健な制度項 目といえる。

これらに対 し,平 均基準の取 り方や天然資源の算入率は,交 付金総額の安定化やオンタ

リオ不交付の前提を維持するために再三,変 更され,今 なお制度変化の揺らぎに直面して
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表6税 源調整制度 とケベ ックが半分を 占め る平衡交付金

年 度
誕 生 期

1957～[62～66]

発展期(移 行期:略)1
1967～[82～2003コ(04～06)

成熟期(現 行制度)

2007～

1.算 定方式 標準税方式 代表的税翻方式 代表的税翻(新 定式配分07)

H.基 準 単年度 単年度(4年 間8回 推計) 3年 加重平均(一 本算定)

1.対 象 3税 目 16項 目→33項 目 5税 目に統合

2.税 率 標準税率10% 全国平均税率 全国平均税率
3.平 均基準 上位2州 平均 全州平均,[中 位5州 平均] 全州平均
皿.不 交付州 オ ン タ リオ オ ンタ リオ不交付の蔚提 不交付の前提の崩壊
IV.特 例措置 安定化交付金 上 限 ・下限(移 行措置) 沖合相殺交付金
V。 天然資源 ゼ ロ算入 100%,77年 度50%,[ゼ ロ算 入] (50%,ゼ ロ算 入 の 選 択)

一 　 　 一 一

[算定式] G、 一 君(オ,一 オ1)+SI 01一 君[(オ10十710)一(ぐ+鴬m)] lG三=max{君[('一}-0.5γ)一__「_

[(署 一max(A,B,C)] (}、=.a[(診10十 〇.5γ10)一(犀 十 〇.5ろm)コ(孝 十 〇.5各)コ,君(孟 一 孝)}
一 一

G、 一 君[('5+γ5)一('丑+考m)]

注)θiと 君,S、 はi州 の 交 付 金 や 人 口 と安 定 化 交 付 金,ら,輪,ら,オ は そ れ ぞ れ税 目の上 位2州 平 均,

全 州 平 均,中 位5州 平 均,4税 目の 全 州3年 加 重 平 均,γlo,γ5,γ はそ れ ぞれ 天 然 資 源 の全 州 平 均,

中位5州 平 均,全 州3年 加 重 平 均,'1,ぐ,孝 は そ れ ぞ れi州 の3税 目,n税 目,4税 目3年 加 重 平

均,べ,π は そ れ ぞ れi州 のm項 目 と1項 目に統 合 され た天 然 資 源 で あ る。

出所)筆 者 作 成 。

い る。 た だ し,こ れ らの 制 度 変 化 は,簡 素 な税 源調 整 制度 自体 の 問題 で は な く,カ ナ ダ 固

有 の 問 題 で あ る(a)オ ンタ リオ 不 交 付 の 前 提,(b聡 額 の半 分 を 占め るケ ベ ック へ の交 付 金,

(c)2つ の 大 規 模 州,(d)ア ル バ ー タ の豊 富 な 天然 資源 な どが,制 度 変 化 を余 儀 な くさ せ た の

で あ る。

例 え ば,(a)オ ンタ リオ不 交 付 の前 提 は,1957年 度 導 入 当 時 の上 位2州 平 均 で始 ま ったが,

交 付 金 総 額 の 不 安 定 性 を 克 服 す るた め,1967年 度 か らは,全 州 平 均 に基 準 を改 定 した。 と

こ ろが,1973年 の 石 油 シ ョッ クに よ る天 然 資源 の高 騰 で,そ の(a)前提 が危 ぶ ま れ た。 こ の

た め,1977年 度 か らは 天 然 資源 を50%算 入 に した。 そ れ で もオ ンタ リオ は不 足 額 が生 じた

た め,産 油 州 の ア ル バ ー タ を 除 く中 位5州 平 均 に基 準 を改 定 し,そ の(a)前提 を堅 持 した。

だ が,今 度 は 州 税 の 「都市 化 に よ る逓 増 傾 向」 の鈍 化 と,1999年 度 以 降 のオ ンタ リオ 不 況

で,交 付金 総 額 の 対GDP比 が そ れ ま で の1%前 後 か ら,2003年 度0.7%ま で に 下 落 した。

同 時 に,(b)ケ ベ ッ クへ の交 付金 は,総 額 の43%に ま で低 下 した。 こ の た め,2004～06年 度

は 急 遽,対GDP比0.8%に 相 当す る110億 円 の総 額 配 分 方 式 を と った の で あ る。

2007年 度 改 革 で は,こ の 間 の専 門委 員 会 の 議 論 を 経 て,対GDP比0.9%の 交 付 金 総 額

の安 定 性 を確 保 で き るよ うに な った。 この新 定 式 配 分 の基 準 の取 り方 は,表6の よ う に,

① 代 表 的税 制,②3年 加 重 平 均,③5税 目へ の統 合,④ 全 国平 均 税 率,⑤ 全 州 平 均,⑥ 天

然 資源50%算 入 な どを特 徴 とす る が,②3年 加 重 平 均 に よ る一 本 算 定 は,全 く新 しい制 度

で あ る。 そ して,新 定 式 配 分 で は,(a)オ ンタ リオ不 交 付 の前 提 を放 棄 し,(b>総 額 の半 分 を
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占めるケベ ックへの交付金は,カ ナダ固有の問題 として堅持されている。

これらの制度項目の頑健性 と揺 らぎ(制 度変化)を 踏まえるならば,第1に,最 も頑健

な財政需要を考慮しない単段階の税源調整制度がカナダで可能であったのは,各 州が規模

の経済(人 口)と 広域の不経済(面 積)の バランスで,人 口1人 当たり実際支出の最高 ・

最低倍率が1.24倍 と小 さい格差であったからである。

第2に,ケ ベックの所得税の超過課税や,一 般売上税を導入 していないアルバータの軽

減措置は,全 国平均税率の標準税収と税率の異なる実際税収との対比によって,そ の実態

が明らかにできた。この各州が税率操作権を行使する実態とともに,人 口1人 当たり標準

税収の 「都市化による逓増傾向」は,高 度成長から低成長下で鈍化するため,(a)オ ンタ リ

オ不交付の前提が,崩 壊するのである。

第3に,1999年 度以降のオ ンタ リオ不況で,交 付金総額の対GDP比 がそれまでの1

%前 後から,2003年 度0.7%ま でに急落 したのは,(b)総 額の半分を占めるケベ ックへの交

付金と(c)2つ の大規模州というカナダ固有の特徴が,制 度項 目の 「中位5州 平均のワナ」

にはまった結果といえよう。

このように,カ ナダ平衡交付金は,新 定式配分が導入 されたとはいえ,ド イツの連邦 ・

州間財政調整制度のような 「制度全体」の頑健性を確保 したとはいえないであろう。とは

いえ,カ ナダの連邦政府は,税 源調整 という 「大 らかな基準」を維持 しなが ら,① 天然資

源 の50%算 入で(a)オ ンタ リオ不交付の前提 を放棄 し,5州 平均の5サ ンプルか ら

Boadway=Hayashi(2004)が 提案 した②全州3年 加重平均の30サ ンプルに増やすこと

で,簡 素な算定方式に伴う 「交付金総額の安定性の確保」に挑戦 している。また,各 州 も,

例えばケベックのように,1人 当たり実際支出が他の州に比べて高いときには,州 の所得

税や一般売上税の超過課税で限界責任を発揮 している。このような連邦政府や各州の挑戦

が,カ ナダ平衡交付金制度の 「魅力」なのである。

(近畿大学教授)

(大阪学院大学教授)
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[補論1。1]1957～1961年 度 「誕 生 期」 前 半 の標 準税 方式 と安定 化 交 付 金

租 税 分 与 調 整 法 に よ る1957～61年 度 まで は,第1に57年 度10%(58年 度13%,62年 度21

%)の 標 準 税 率 に よ る所 得 税,9%に よ る法 人 税,50%の 遺 産 税(SuccessionDuties)

の3税 目に よ る 「標準 税 の収 入 」(YieldofStandardTaxes)が 平 衡 化 の 対 象税 目であ っ

た。 第2に 平 衡 化 基 準 は,オ ンタ リオ とBC州 の人 口1人 当た り 「上 位2州 平 均 」 で あ る。

例 えば1957年 度の それ は,付 表1-1の(7)行 目の よ うに,38.79ド ル[=(3税 目:221.3+50.4)

÷(人 口:5 ,562+1,442)]で 全州 平 均30.67ド ル の1,3倍 に及 ぶ。 そ の結 果,第3に オ ン リオ

以 外 は,交 付 州 とな る。 例 え ばBC州 で も,1人 当 た り標 準 税 が34.96ド ル で,不 足 額 が3.83

ドル(=38.79-34.96)と な り,こ れ に人 口 をか け た552万 ドルが 算 定交 付金 とな る。

と こ ろが,こ の 間 の 『算 定 資 料 』 の 表 題 は,「 標 準 税,平 衡 交 付 金 と安 定 化 交 付 金 の 最

終 算 定 」 の よ うに,分 与 税 調整 法4節 の平 衡 交 付 金 だ け で は完 結 せ ず,同 法5節 の安 定 化

交 付 金(Stabilization)が,1980年 代 以 降 の 下 限 交 付 金 の 役 割 を 担 った の で あ る。

そ の 算 定 方 法 は,標 準 税 の収 入 と算 定 交 付 金 の合 計 が,以 下 の租 税 レ ンタル 交 付 金 等 を

下 回 る場 合,そ の 差額 が安 定 化 交 付 金 と して支 払 わ れ る。1957年 度 の 「人 口増 加 率 の 租 税

レ ンタ ル 交 付 金 」(10:Adjusted1957TaxRentalPayment)は,56年 度 の そ れ を 人 口

増 加 率 で 調 整 した もの に 対 し,「 計 画 上 の 租 税 レ ン タ ル 交 付 金 」(11:ProjectedTax

RentalPayment)は,1952年 の 租 税 レ ンタル 協 定 と同様 の方 式 で算 定 した もの で あ る。

「基 本 安 定 化 金 額 」(12:BasicStabilizationAmount)は,1958年 度 で は,57年 度 の 標

準 税,平 衡 交 付 金 と安 定 化交 付 金 の 合計 の95%,59年 度以 降 で は,そ の合 計 の2年 平 均 の95

%と して算 定 され る。

安 定 化 交 付 金 が 実 際 に適 用 され た 下 限 基 準 は,「 計 画 上 の租 税 レ ン タル 交 付 金 」 で,交

付 対 象 は,PEとBC州 で あ る。 特 にBC州 は,1957年 度 の それ が5,970万 ドル で,標 準

税 と交 付 金 の 合 計5,592万 ドル との 差 額378万 ドル(=5,970-5,592)が 安 定 化 交 付 金 と し

て交 付 され る。 こ の金 額 は平 衡 交付 金 の7割 に相 当 す るが,1958年 度228万 ドル,60年 度103

万 ドル と逓 減 し,59年 度 と61年 度 は交 付 され て い な い。

[補論12]1965年 度 の 「誕 生 期 」 後 半 の選 択 方 式

以 上 の よ うな 租 税 分 与 調 整 法5節 の安 定 化交 付 金 に よ る下 限保 証 に対 し,1962年 度 か ら

は,財 政 調 整 法1961の4節 に基 づ く平 衡 交 付金 の4つ の算 定 方 法 の な か で,最 も大 き な金

額 を 「選 択 」 で き る よ う にな った。

[A]基 本 平 衡 交 付 金(BasicEqualization)は,付 表1-2の よ う に,上 位2州 の 基 準
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第11巻 第2号

を 「全 州 平 均 」 に代 え る こ とに よ って,BC州 が1962年 度 か ら不 交 付 に な る。 ま た,ア ル

バ ー タ は,3年 平 均 の 総 天 然 資 源(GrossNaturalResourcesRevenue)を50%算 入 し

た こ とに よ り,1965年 度 か ら不 交 付 にな る。 これ らの2点 が 旧法 との大 きな 改正 点 で あ る。

事 実,BC州 は,付 表1-2の よ うに3税 の 標 準 税 率 に よ る収 入73.26ド ル で も,そ の全 州

平 均58.75ド ル を上 回 って 不 交 付 にな る。 と こ ろ が,ア ル バ ー タの3税 で は,50.48ド ル で

全 州 平 均 を下 回 る が,総 天 然 資源50%算 入 に よ って108.64ド ル と な り,不 交 付 に な る の で

あ る。

[Ba]保 証 平衡 交 付金(GuaranteedEqualization)は,旧 租 税 分与 調整 法 に基 づ き,1960

～61年 度 の 「調 整 後 財 政 力 決 算 の保 証[Ba]」 と 「追 加[Bb]」(旧 法3税 方 式)が あ る。

調 整 後 財 政 力 の保 証[Ba]は,1960～61年 度 の調 整 後 財 政 力 平 均 や61年 度 調 整 後 財 政 力

の ど ち らか 高 い金 額 を基 準 とす る た め,年 を追 うに従 って 保証 交 付 金 の 金額 が小 さ くな る。

例 え ば,1965年 度 で は,ケ ベ ックや マ ニ トバ で も,そ れ ぞ れ最 も高 い1961年 度 調 整 後 財 政

力2.36億 ドル と0。41億 ドル が,21%の 所 得 税 に よ る新 法3税 収 入2.94億 ドル,0.45億 ドル

を 下 回 るた め,不 交 付 とな る。

他 方,追 加[Bb]は,旧 法3税 方 式 で あ り,旧 法 の 人 口統 計(1b)や 標 準 税 率13%の

所 得 税 に よ る3税 収 入(5b)に 基 づ く。 アル バ ー タ は,法(4.(2)節(c),(d)文)の 基 準 を上

回 るた め,不 交 付 に な る。 例 え ば,1965年 度 のNL州 で は,1人 当 た り旧 法3税 収 入21.12

ドル で あ るが,上 位2州 平 均 が60.02ド ル との 差 額40.90ド ル に 旧 法 の 人 口を か け た1,988万

ドル が 算 定 交 付 金 とな る。 これ に旧 法 の3税 収 入 と大 西 洋 州 調 整 交 付 金 を加 え た調 整 後 財

政 力3,764万 ドル は,新 法 の3税 収 入 と大 西 洋 州 調 整 交 付 金 の 合 計 に1,494万 ドル 不 足 す る

か ら,こ れ が 追 加 交 付 金(AdditionalGrants)と な る。

[C]調 整 平 衡 交 付 金(AdjustedEqualization)は,第1に[A]基 本 交 付 金 と 同様

に,新 法 の3税 目を 「標 準 税 率 に よ る収 入 」 とす る。 第2に,基 準 は 旧法 と同 じ 「上 位2

州 平 均 」 とす る た め,オ ンタ リオ 以 外 は 算 定 交 付 金 を 受 け る こ とに な る。 この た あ,第3

に人 口1人 当 た り天 然 資 源 の全 州 平 均19.79ド ル を サ ス カ チ ュ ワ ン,ア ル バ ー タ,BC州

が そ れ ぞ れ24。50,120.73,46。41ド ル と超 え るか ら,そ の 超 過 額 に人 口 を か けた 金 額 の50

%が 算 定 交 付 金 か ら控 除 され る。 そ の 結 果,ア ル バ ー タ,BC州 が不 交 付 に な る。

以 上 の3方 式 の な か で,各 州 の 交 付 金 が 最 も高 か った の は,1965年 度 で は(C)調整 平 衡 交

付 金 で あ り,こ れ に大 西 洋 州 調 整 交 付 金 が 加 わ るが,安 定 化 交 付 金 の適 用 は な か った。 ま

た,い ず れ の 方 式 で も,ア ル バ ー タ とBC州 が不 交 付 にな るが,基 本 平 衡 交 付 金 が全 州

平 均 を基 準 と した こ とや,総 天 然 資 源 の50%算 入 は,1977年 度 以 降 の 発 展 期 の算 定 方 式 に

一144(312)一



カナダ平衡 交付 金の頑健 な制度項 目と固有 の揺 らぎ特性(中 井 ・齊藤)

っ な が って い る。

[補論 豆,1]1967～2006年 度 「発 展 期 」 の 石 油 シ ョッ ク とそ の対 応

付 表2-1の1967年 度 の算 定 交 付 金 は,「(a)一 般 平 衡 交 付 金 」(GeneralEqualization)

とい わ れ,そ れ ま で の4種 類 の うち,上 述 の[A]基 本 平 衡 交 付 金 の 全 州 平 均 基 準 の 算 定

方 法 を受 け継 い で,平 衡 化 対 象 が天 然 資 源 を含 む4項 目か ら16項 目 に拡 大 した。 交 付 金 の

算 定 方 法 は,例 え ばNL州 の 所 得税 の場 合,付 表2-1の 人 口1人 当 た り36.23ド ル(II.1)

が不 足 額 で あ り,各 州 合 計 の60.35ド ル を加 え た96。58ド ル が標 準 税 収(代 表 的 税 制)と な

る。 ま た,16項 目の 人 口1人 当 た り不 足 額 合 計 は,131.58ド ル(ILB)で あ り,こ れ に人

口449,138人 ㈲ を か け る と,65,677千 ドル の 算 定 交 付 金 が 得 られ る。

た だ し,1967年 度 の改 正 で は,激 変 緩 和 措 置 と して 「(b)保証 平 衡 交 付 金 」(Guaranteed

Equalization)が,例 え ばNL州 の 場 合,1966年 度 の 平 衡 交 付 金28,691千 ドル(IV.a)

と大 西 洋 州 追 加 交 付 金10,500千 ドル(IV.b)の2倍 との 合 計49,691千 ドル,ま た は66年 度

の平 衡 交 付 金 の80%を 最 低 保 証 して い る。NL州 は,上 述 の 算 定 交 付 金 を 選 択 す るが,

SK州 の 算定 は,10,872千 ドル に す ぎ なか った か ら,66年 度 の 平衡 交 付 金31,426千 ドル の80

%の25,141千 ドル が 付 表2-1の 黒 枠 の よ うに,選 択 さ れ て い る。 だ が,1968～71年 度 の

保 証 平 衡 交 付 金 は,上 述 の 一 般 平 衡 交 付 金 を 下 回 り,毎 年 度 同額 で あ る か ら,適 用 さ れ る

こ と はな か っ た。 この た め,保 証 平 衡 交 付 金 は1972年 度 以 降,廃 止 され て い る。

1972年 度 以 降 は19税 目 に拡 大 した が,ガ ソ リン税 と 自動 車 免 許税,州 の雑 収 入 と公 益 事

業 収 入 の 連 邦 移 転 は,実 際 収 入 を そ れ ぞ れ ガ ソ リン税 や 州 の 雑 収 入 の 課 税 ベ ー ス(Tax

base:州 間 配 分 比 率)で 配 分 して い る。 そ して1973年 の石 油 シ ョ ッ クで,天 然 資 源 の 価

格 が 高 騰 し,74年 度 以 降 は,実 際 収 入 へ の 算入 方 法 を め ぐ って,算 定 方 法 が改 正 さ れ る の

で あ る。

第1に,1974～76年 度 には,石 油 税 を 公 有地 石 油収 入 と私 有 地 石 油 収 入,天 然 ガ ス を公

有 地 天 然 ガ ス と私 有 地 天 然 ガ スに 区 分 し,給 与 税 が そ の他 州税 に 吸収 さ れ,学 校 目的 税 が

追 加 され,22項 目 にな った。 それ らの4項 目の天 然 資 源 と公 有 地借 地 権 販 売 や その 他 石油 ・

ガ スは,本 文 で 説 明 した よ うに,1973年 度 を基 本 収 入 と し,74年 度 の実 際 収 入 と の差 額 を

追 加 収 入 と して そ の3分 の1を 算 入 す る こ とに した。 これ に よ り,22項 目合 計 の全 州 平 均

は,天 然 資 源100%算 入 の基 準 に対 して 「95%」 前 後 に引 き下 げ られ た。

第2に1977年 度 は,29項 目 に拡 大 した が,付 表2-1の2段 目の 網 掛 け の よ うに,公 有

地 や 私 有 地 の 石 油 収 入 と天 然 ガ ス,そ の他 石 油 ・ガ ス,鉱 産 税 の天 然 資 源 が 「50%算 入 」

-145(313)一



一 蔭 ① ( GQ 一 ら ) 1

付
表
2-
1

19
67
年

度
,7
7年

度
,9
5年

度
の

平
衡

交
付

金
の
算

定
方

式
:千

ド
ル

NL
PE

NS
NB

QC
ON

MB
SK

AB
BC

合
計

[1
]

[H
]

人 ロ ー 人 当 た り 不 足 額 ム ド ル V [皿
]

[I
V]

_匹
]

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 B a b C d

人
口
:1
96
7年

6月
1日

所
得
税

法
人
税

相
続
贈
与
税

一
般
売

ヒ
税

ガ
ソ
リ
ン
税

自
動
車
免
許
税

酒
税

森
林
収
入

石
油
収
入

天
然

ガ
ス

公
有
地
借
地
権
販
売

そ
の
他
石
油

・
ガ
ス

鉱
産
税

水
力
発
電
所
所
得
税

そ
の
イ也
州
税

雑
収
入

合
計

算
定

交
付
金
:㈲

×
(B
)

平
衡
交
付
金
;1
96
6年

度
大
西
洋
州
追

加
交
付
金

9節
q)
項

の
追
加
交
付
.金

保
証
交
付
金
[S
K:
(a
)×

0.
8〕

平
衡
交
付
金

49
9,
13
8

36
.2
3

14
.9
3

6.
47

18
.3
9

16
.8
8

6.
94

10
.4
2

-一一
1ユ

9

4.
75

L2
9

4.
56

3.
82

-6
.4
5

0.
23

9.
66

4.
66

13
1.
58

10
9,
15
6

38
.6
7

18
.8
2

4.
70

19
.3
4

4.
77

1.
96

4.
21

4.
93

4.
75

1.
29

4.
56

3.
73

2.
54

2.
05

9.
24

4.
46

13
0.
00

76
2β

23

25
.9
3

14
.5
8

0.
48

11
31 7.
85

32
3

3.
18

4.
41

4.
75

1.
29

4.
56

3.
82

L9
9

1.
77

6.
30

3.
04

98
.4
7

62
0β

42

30
.2
8

15
.0
9

4.
88

12
.2
9

4.
67

1.
92

5.
35

-0
.0
9

4.
75

1.
28

4.
56

3.
82

1.
ユ
4

1.
38

7.
53

3.
63

10
2.
47

5,
83
0,
22
9

7.
60

4.
79

0.
03

93
4

3.
25

1.
34

2.
37

0.
71

4.
75

1.
29

4.
56

3.
82

0.
08

-1
.3
1

2.
35

1.
13

46
.0
9

7,
10
9,
31
7

-1
6

.0
7

-7
.8
2

-2
.7
7

・
-5
.4
1

-3
.4
9

・
-L
44

-1
.8
5

2.
68

46
9

1.
23

4.
56

3.
75

-0
.3
0

0.
37

-3
.9
4

-1
.9
0

-2
7

.7
1

96
8,
10
2

10
.1
8

3.
75

2.
51

2.
21

2.
61

1.
07

1.
02

4.
02

3.
14

1.
29

4.
49

3.
62

-0
.2
5

-0
.0
5

1.
11

0.
54

41
.2
4

1

94
9,
52
4

16
ユ
0

10
.2
2

3.
97

0.
77

-2
.4
1

…
0
.9
9

1.
57

2.
99

-2
0

.0
6

0.
68

-2
.7
0

-5
.2
7

-0
.7
3

1.
47

3.
94

1.
90

11
.4
5

10
,8
72

31
,4
26

1,
49
6.
13
71 3.
82

-3
.7
3

2.
86

-1
4

.0
2

-6
.1
3

-2
.5
2

・
0 .
74

2.
70

-3
9

.2
3

-1
4

.2
1

-4
4

.6
6

-3
5

.0
6

2.
50

1.
75

-0
.4
7

-0
.2
3

-1
47

.3
7

,9
35
,8
63

-1
1

.2
3

-5
.2
1

0.
97

-1
3

.1
1

・
-1
.5
6

-0
.6
4

6.
93

-1
9

.2
3

2.
17

0.
28

-1
.5
7

-1
.3
3

-0
.2
0

-0
.8
0

-2
.6
5

-1
.2
8

-6
2

.3
1

20
,2
80
,4
31

60
.3
5

29
.3
9

8.
12

68
.3
0

38
.9
6

16
.0
2

21
.2
0

4.
93

4.
75

1.
29

4.
56

3.
82

2.
54

2.
05

21
.1
2

10
.1
9

29
7.
58

53
8,
04
0

13
8,
22
0

55
2,
30
8

65
,6
77

14
,1
89

75
,0
95

63
,5
66

26
8.
71
51

1
39
,9
25

28
,6
91

10
,5
00

10
,5
00

49
,6
91

65
,6
77

6,
95
5

3,
50
0

3,
50
0

13
,9
55

14
,1
89

37
,4
16

10
,5
00

10
,5
00

58
,4
16

75
,0
95

33
,7
32

10
50
0

10
,5
00

54
,7
32

63
,5
66

26
8,
71
5

39
,9
25

1
25
.1
41
1

25
,1
41

[1
コ

[H
] 人 1-
i

_一 人 当 た り 不 足 額 A

一

天 然 資 源 50

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

人
口
19
77
年
6月

11
ヨ

所
得
税

法
人
税

一
般
売

一卜
税

た
ば

こ
税

ガ
ソ
リ
ン
税

デ
ィ
ー
ゼ
ル
税

営
業
用
車
免
許
税

自
家
用
車
免
許
税

酒
税
:ス

ピ
リ
ツ
ツ

酒
税
:ワ

イ
ン

酒
税
:ビ

ー
ノレ

医
療
保
険
料

相
続
贈
与
税

競
馬
税

森
林
収
入

公
有
地
石
油
収
入
50
%算

入
私
有
地
石
油
収
入
50
%簾

人
公
有
地
天
然
ガ
ス
50
%簾

入

私
有
地
弐
然
ガ

ス
50
%筑

人
公
有
地
借
地
権
販
売

そ
の
他
石
油

・
ガ
ス
:5
0%
篇

入

56
4,
00
0

16
4.
55

56
.0
2

70
.8
2

6.
05

/7
.3
2

1.
48

8.
51

3.
63

5.
74

5.
30

0.
26

6.
81

3.
63

3.
76

-1
.8
1

33
.6
8

1.
76

23
.0
5

0.
89

2〔
〕
,1
〔〕

2.
26

12
0,
20
0

17
7.
67

57
.6
3

77
.4
6

2.
21

0.
57

8.
07

2.
0ユ

3.
88

-5
.3
9

3.
60

2.
43

5.
33

33
7

1.
06

9.
95

33
β
8

1.
76

23
.⑪

5

0.
89

20
.1
0

2.
26

83
5,
00
0

11
9ユ

7

45
.8
7

59
.9
0

3.
71

3.
33

3.
83

3.
68

3.
20

…
0

.8
7

2.
70

1.
86

1.
31

2.
62

2.
34

8.
65

33
.6
8

L7
6

23
.0
5

0.
89

20
.1
0

22
6

68
7,
10
0

13
8.
75

31
.6
0

45
.2
2

-0
β
5

-0
.3
3

0.
99

3.
11

1.
07

10
.1
5

4.
21

3.
11

2.
28

3.
22

2.
63

-0
.1
9

33
.6
7

1.
76

23
.0
2

0.
89

20
.1
0

22
5

6,
27
5,
80
0

32
.4
3

24
.8
9

23
.7
1

-2
.3
9

3.
81

0.
80

0.
07

4.
03

11
.2
7

〔〕
.4
9

-1
.2
8

3.
47

03
4

0.
55

3.
41

33
.6
8

1,
7窃

23
.0
5

G.
89

20
ユ
0

2.
26

8β
55
,0
00

-4
3

.7
0

-0
.2
4

-4
.5
8

0.
82

・
0 .
70

0.
14

-0
26 1.

77
-2

.4
7

0.
24

0.
Oi

-3
.4
6

-1
.0
1

-1
.5
1

5.
82

33
.6
8

1.
71

22
.9
1

0.
87

20
.1
0

2.
25

1,
02
9,
10
0

7M
5

22
.8
6

24
.8
7

2.
14

3.
43

-0
.0
5

-0
.3
6

-2
.1
0

-4
.6
4

1.
46

0.
89

3.
91

2.
04

0.
87

7.
95

32
.1
4

0.
18

23
.0
5

0.
89

20
.1
0

22
1

93
7,
00
0

76
.4
7

13
.2
2

5.
83

4.
08

4.
84

-2
.2
7

0.
31

-8
.6
1

-5
.5
8

3.
06

2.
94

6.
07

1.
13

2.
70

6.
57

-6
0

.4
0

-5
.1
3

13
.6
2

0.
56

14
.3
6

-1
.4
5

1β
96
,4
00

-6
5

.6
6

-1
57

.6
4

-9
1

.2
8

-2
.3
3

-1
5

.4
5

-5
.2
3

…
2

.0
8

-1
3

.4
5

-1
2

.4
9

-0
.6
4

0.
81

-1
.0
8

--
1

.4
5

-0
.8
0

7.
37

-3
17
ユ
3

・・…
15

.2
6

-2
10

.4
7

--
9
.7
3

-1
71

.2
4

一つ
0

.7
6

2,
49
3,
70
0

-6
7

.3
9

4.
11

-3
9

.6
3

0.
01

-0
.0
7

0.
09

-一
一
1 .
80

-4
.1
1

-1
0

.1
2

-4
.2
8

一
α
48

-3
.0
8

-0
.3
7

0.
50

-4
2

.3
5

23
.1
9

1.
74

-9
.7
2

0.
88

-1
9

.1
9

02
2

23
,1
93
,3
00

36
7.
72

87
.9
3

22
1.
99

21
.1
4

57
.9
2

11
.7
5

18
.7
8

12
.8
7

33
.1
4

7.
69

12
.8
4

45
.7
5

5.
40

3.
88

9.
95

33
.6
8

1.
76

23
.0
5

0.
8勲

20
.1
0

22
6

繍 = 卜。 魂



H ミ ( G。 一 ㎝ )

%
22

鉱
薦
税
:5
0%
錦

入
17
.3
0

5.
53

1.
69

2.
10

1.
17

0.
61

2.
29

一
・
8
.4
8

3.
07

一
2

、
59

5.
53

算
23

水
力
発
電
所
所
得
税

一
1L
51

1.
74

1.
57

09
3

一
〇
.6
8

α
94

一
一
〇
.2
5

1.
33

1.
60

一
1

.3
0

1.
74

入
24

保
険
料

4.
16

2.
74

2.
24

1.
48

一
〇
.9
2

一
〇
.2
4

1.
68

1.
68

一
〇
.8
9

02
4

8.
74

ド
25

給
与
税

7.
07

7.
79

4.
38

5.
35

1.
61

2.
51

1.
78

4.
59

一
.1

.1
1

一
2

.1
8

18
.0
1

ル
26

教
育
財
産
税

48
.3
4

45
.6
1

36
.2
1

37
.9
8

14
.1
9

一
12

.5
7

4.
40

0.
53

一
23

.8
5

一
13

.1
8

13
4.
86

V
27

宝
く

じ
税

3.
21

2.
57

1.
65

2.
16

0.
74

一
・
09
3

0.
56

0.
61

一
〇
.3
1

一
〇
.9
8

8.
92

28
そ
の
他
州
税

24
98

26
.8
6

18
.5
7

20
.3
4

8.
08

一
41
0

5.
92

一
〇
.8
9

一
28

.0
7

一
6

.1
3

59
.2
3

29
㈲

優
先

株
分

与
・税

0.
37

一
〇
.6
1

0.
31

0.
22

0.
10

一
〇
.0
8

0.
15

0ユ
4

一
〇
.3
6

一
〇
.0
5

0.
66

㈲
石
油
輸
出
課
徴
金

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

B
合
計

49
3.
11

52
3.
78

40
9.
67

39
7.
73

21
α
65

1
13
,4
91

22
9.
80

62
.1
3

一
.1
,1
55
,8
9

一
19
8

.0
1

1,
23
8.
16

1
「
皿
]

算
定

交
付

金
:(
A>
×
(B
)

27
8,
11
7

62
96
0

34
2,
07
3

27
3,
27
7

1,
32
1,
99
1

23
6,
48
8

58
,2
13

2,
57
3,
11
9

[1
]

A
人

口
:1
99
5年

6月
1【

-1
57
5,
83
0

13
5,
21
4

93
6,
23
3

75
8,
31
3

7,
34
4,
45
7

11
,1
04
,2
88

1ユ
31
,6
21

1.
01
2β

69
2,
74
1,
97
1

3,
74
6,
11
6

24
β
38
,8
51

[I
I]

1
所
得
税

53
8.
41

48
8.
31

36
1.
20

41
5.
05

22
44
6

一
17
6

.9
2

27
α
30

37
2.
26

一
91

.8
4

一
97

.9
0

1β
93
.0
2

2
法
人
税

17
6マ

2
16
4.
45

16
0.
26

67
.3
3

2.
69

一
26

.6
1

13
2.
75

40
.6
9

一
.-
14
0 .
33

22
.5
1

31
1.
62

3
資
本
税

61
.9
4

70
.0
9

54
.0
8

36
.7
1

13
.3
8

一
18

.6
8

37
.8
4

35
.3
2

一
50

.9
9

8ユ
8

11
3.
04

4
売
上
税

15
9.
42

54
.2
0

63
.8
8

85
.2
0

81
.6
1

一
10

.9
1

89
.6
7

29
.8
8

一
22
2

.9
2

一
16
2

.8
2

72
4.
24

5
た

ば
こ
税

20
.8
6

一
3
.8
4

一
6

.3
1

4.
99

一一
8
.1
3

一
3

.3
2

15
.7
9

9.
29

1.
55

18
.5
0

62
.5
7

人
6

ガ
ソ

リ
ン
税

14
.9
3

一一
31

.5
6

一
17

.2
7

一
15

.2
4

14
.5
8

一
3

.7
2

一
8
.9
1

一
26

.7
8

一
51

.7
9

一
7
,6
3

15
6.
17

口
7

デ
ィ
ー

ゼ
ル

税
21
.5
2

22
.9
8

9.
44

13
.5
5

8.
61

1.
88

13
.0
7

一
54

.3
2

一
40

.7
3

一
3

.8
0

47
.9
0

r-
・

8
自
家
用

卓
免
許
税

10
.5
5

一
7
.0
5

6.
46

7.
06

1.
69

一
2

,9
2

2.
87

5.
66

.-
18

.4
5

2.
95

64
.2
7

9
営
業
用
車
免
許
税

7.
56

8.
52

6.
14

一
2

.9
7

4.
87

一
〇
,6
6

一一
一
2
.1
9

一
一
4
.1
3

一
18

.8
7

一
5
.7
9

25
.9
9

人
10

酒
税

一一
2 .
59

14
.6
4

3.
95

19
.5
8

12
.9
6

一
〇
.5
7

一
5
.9
6

7.
92

一
12

.9
7

一
24

.0
5

11
3.
71

当
11

医
療
保
険
料

4.
83

一
〇
.1
7

0.
50

10
.0
4

・
-0

.9
8

玉
.2
0

0.
04

5.
22

一
3
.6
0

一
3
.0
6

52
.9
4

た
12

競
馬
税

4.
92

2.
45

41
5

4.
54

3.
24

一
2

.9
8

4.
27

4.
43

0.
50

一
〇
.0
1

49
3

13
森
林
収
入

42
.7
1

74
54

64
.9
5

12
.4
9

12
.4
0

46
.6
6

49
36

17
.2
3

一
15

,7
4

一
18
2

.1
8

75
.0
8

り
14

新
石
油
税

10
.2
7

10
.2
7

10
.2
7

10
.2
7

10
.2
7

10
.1
1

6.
03

一
19
1

.4
7

一
25
4

,2
3

一
〇
.1
9

10
.2
7

不
15

占
石
油
税

1.
38

1.
38

1.
38

1.
38

1.
38

1.
36

.-
0 .
03

一
20

,9
9

一一
99

,7
0

一
1
.0
8

1.
38

足
16

重
油
税

3.
04

3.
04

3.
04

3.
04

3.
04

3.
04

3.
04

一
70

.1
4

一
12
つ
3

3.
04

3.
04

17
採
掘
石
油
税

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

10
3.
08

0.
00

0.
00

額
18

国
内
天
然

ガ
ス
税

5.
01

5.
01

5.
01

5.
01

5.
01

48
4

5.
Ol

一一
38

.2
7

一
13
3

.5
2

一
15

.3
3

5.
01

△
19

輸
出
天
然

ガ
ス
税

2.
93

2.
93

2.
93

2.
93

2.
93

2.
93

2.
93

1.
22

.一一
18
5
.9
1

一
15

.6
4

2.
93

20
公
有
地
借
地
権
販
売

6ユ
3

6.
13

6.
13

6.
13

6.
13

6.
04

49
1

一
86

.1
5

一
16
8

.9
5

一
8ユ

1
6.
13

中
21

そ
の
他
石
油

ガ
ス
税

2.
65

2.
65

2.
65

2.
65

2.
65

2.
57

1.
94

一
30

.6
9

98
.7
5

一
5
.1
0

2.
65

位
22

鉱
産

税
:ア

ス
ベ

ス
ト

0.
06

0.
07

0.
07

α
07

…
0

.1
7

0.
07

0.
07

0.
07

0.
07

0.
07

0.
07

5
23

鉱
産
税
:石

炭
1.
50

1.
50

一
〇
.1
8

1.
16

1.
50

1.
50

1.
50

一
10

,5
9

一
3
.8
9

一
5
.0
0

1.
50

24
そ
の
他
鉱
産
税

一
24

.4
8

10
.4
7

7.
58

一
一・

12
,4
2

2.
17

α
43

一
7
.8
2

一
2
.0
7

10
.1
9

一
2
.6
1

10
.9
7

州
25

ポ
タ

ー
シ

ュ
(炭

酸
:灰

汁
)

3.
42

3.
42

3.
42

一
11

.4
9

3.
42

3.
42

3.
42

.一
一
78
.8
2

3.
42

3.
42

3.
42

'F
26

発
電
所
所
得
税

一
15

.0
3

19
.6
7

18
ユ
4

14
.2
2

一
20

.1
1

14
.3
3

一
一
19

.5
1

13
.4
6

18
.4
5

一
〇
.8
0

19
.6
7

均
27

保
険
税

13
.4
5

9.
72

11
.0
0

4.
00

44
0

一
2
.8
1

8.
49

6.
62

0.
06

一
4
.6
6

39
.9
8

28
給
与
税

70
.5
2

57
.7
6

50
.2
1

45
.3
1

24
.0
0

一
19

.7
6

30
.4
1

51
.3
8

一
16

.6
2

一
11

.5
7

21
6.
58

ド
29

財
産
税

37
8.
67

29
1.
54

26
4.
85

32
7.
22

12
0.
30

一
72

.5
9

18
6.
15

15
0.
80

一一
18
8
,6
9

一
11
7

.6
7

1,
05
0.
48

ル
30

宝
く

じ
税

一
31

.8
5

11
.0
3

11
.5
4

34
.2
5

一
9

,5
1

1.
35

44
.5
6

46
.1
5

35
.5
3

一
11

.2
8

11
0.
98

V
31

州
・
市

町
村

の
財

。
サ

ー
ビ

ス
販

売
15
3.
50

12
2.
22

10
4.
40

10
9.
27

53
.0
3

一
36

.2
1

83
.7
7

72
.3
3

一
86

.2
0

一
41

.5
0

47
4.
31

32
(a
}N
L沖

合
分

与
・税

一
29

.1
2

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

(b
)N
S沖

合
分

与
税

0.
00

0.
00

一
5
.0
4

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

33
優
先
株
分

与
税

5.
12

5.
38

5.
47

6ユ
9

4.
55

一
・
5

.1
9

1.
02

5.
25

3.
06

4.
75

7.
55

B
合
計

1,
61
8.
96

1,
42
1.
77

1,
21
4.
33

1,
15
5.
46

58
6.
39

一
一
28
2

,1
3

92
8.
64

26
0.
75

1,
94
6.
95

一
66
4

.3
5

5ユ
12
.4
0

[班
]

算
定

交
付
金
:(
A)
×
(B
)

93
2,
24
5

19
2,
24
3

1,
13
6,
89
4

87
6,
19
9

4β
06
,6
98

1,
05
0,
86
7

26
3,
97
8

8,
75
9,
12
3

出
所
)D
ep
ar
tm
en
to
fF
in
an
ce
,C
an
ad
a,
「

算
定

資
料

』
の

各
年

度
版

。

斗 、 剰 職 漸 ‡ 臨 θ 忌 鳶 舜 謹 鴻 畑 皿 伴 圖 耐 θ 融 ① ( モ # ・ 蝋 勲 )



第11巻 第2号

とな った。 た だ し,こ の29項 目合 計 の全 州 平 均 は,天 然 資 源100%算 入 の 基 準 に 対 して 「94

%」 前 後 と,前 年 度 の1%ポ イ ン ト程度 の 引下 げ に す ぎ な か った。 そ の結 果,オ ンタ リオ

の 最 終 算 定 で は,付 表2-1の 黒 枠 の よ うに,1人 当た り13。49ド ル の 不 足額 が 発 生 し,こ

の よ うな 不 足 額 は,1981年 度 ま で解 消 で き な か った。 な お,収 入 べ 一 ス は1977年 度 か ら,

天 然 資 源100%算 入 の 実 際 収 入 で はな い た め,「 平 衡 化 対 象 収 入 」(Revenuetobeequal-

ized)に 名 称 を 変 更 され て い る。

こ の た め,第3に1982年 度 か らの 基 準 は,Perry(1997,141)が 指 摘 し た よ う に

Canada(1981)の 作 業 部 会(Taskforce)で 議 論 さ れ,ア ル バ ー タ と東 部4州 を 除 く

「中位5州 平 均 」 と し,天 然 資 源100%算 入 の全 州 平 均 に比 べ て 「91%前 後 」 に引 き下 げ ら

れ た。 その 結 果,オ ンタ リオ は,最 終 算 定 で も不 足 額 は生 じな くな った。 そ の 算定 方 法 は,

付表2-1の3段 目の1995年 度 の よ うに,網 掛 けの 中位5州 の人 口合 計 が合 計 欄 の24,338,851

人 で あ る。 ま た,所 得 税 の 中 位5州 平 均 が 合 計 欄 の1,393.02ド ル で あ るか ら,例 え ばNL

州 の 人 口1人 当 た り所 得税 の標 準 税 収 は,そ れ に不 足 額 の538.41ド ル を 引 い た854,61ド ル

とな る。 そ して,算 定 交 付 金 は,33項 目合 計 の 不 足 額1,618。96ド ル に人 口を か けて932,245

千 ドル とな り,1995年 度 は,表2で 示 した よ う に,そ れ が 確 定 決 算 にな って い る。

[補論 且.2]「 発 展 期 」 の上 限 ・下 限 交 付 金 の 特 例 措 置

1982年 度 以 降 の下 限 交 付 金(Minimumpaymentsorfloor)は,表1が 示 した よ うに,

99年 度 で改 正 され て い る。1982年 度 以 降 で は,法(198〔}-81-82-83,c.94,s,2933)4.(6)項(c)～

(e)文に よれ ば,当 該 年 度 の1人 当 た り標 準 税 収(代 表 的 税 制)が 全 州 平 均 の(c)70%以 下

[(d)75%以 下,(e)75%超]で あ る州 は,前 年 度 の 平 衡 交 付 金 の(c)95%[(d)90%,(e)85%]

が 保 証 され る制 度 で あ る。 例 え ば,1996年 度 のNLとPE州 は,付 表2-2の よ う に,

1人 当た り標準 税収 が それ ぞれ 全州平 均 の64.0%,69.6%で あ った か ら,前 年度 交 付金932,246

千 ドル と192,245千 ドル の95%に 相 当す る885,634千 ドル,182,633千 ドル が保 証 され るが,96

年 度 の算 定 交 付 金 の 方 が 大 き いた め,下 限 交 付 金 の 対 象 で は な い。

同法4。(6)項(d)文に よ れ ば,1996年 度 のNSとNB州 は,付 表2-2の よ うに,1人 当

た り標 準 税 収 が 全 国 平 均 の74.4%,72.9%で あ った か ら,前 年 度 交 付 金1,136,894千 ドル

と876,199千 ドル の90%に 相 当す る1,023,205千 ドル,788,579千 ドル が保 証 され るが,96年

度 の 算 定 交 付 金 の 方 が 大 きい た め,下 限交 付金 の 対 象 で は な い。

同法4.(6)項(e)文 に よ れ ば,こ れ ら以 外 の 州 は,1人 当 た り標 準 税 収 が 全 州 平 均 の75%を

超 え るか ら,前 年 度 交 付 金 の85%が 保 証 され る。 特 にSK州 は,前 年 度 交 付 金263,978千

一148(316)一
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ドル の85%で あ る224,381千 ドル が 保 証 さ れ る。SK州 の 算 定 交 付 金 は,天 然 資 源 の 財 源

が急 増 した た め,95,206千 ドル に激 減 した。 こ の た め,下 限交 付金 が,129,175(=224,381

-95
,206)千 ドル と算 定 され,交 付 金 決 定 額 は,前 年 度 の85%と な って い る。

他 方,1999年 度 以 降 の下 限 交 付 金 は,法(1999,c.11,s.1)4.(6)項,(7)項 に よ れ ば,① 中

位5州 平 均(規 則99と 規 則87の 加 重 平 均)の1.6%分 を 減 額 した1人 当 た り基 準 に,② 現

年 度 と前 年 度 の よ り少 な い人 口を か けた金 額 を,③ 前 年 度 の算 定 交 付 金(本 則 分)か ら引

い た金 額 が下 限 保 証(floorprotection)と され た。 この 下 限 保 証 と算 定 交 付 金 の 差 額 が

下 限 交 付 金 とな る。

例 え ば,2000年 度 で は,規 則99と 規 則87の 中位5州 平 均 は,そ れ ぞ れ6,076ド ル と6,374

ドル で40%と60%で 加 重 平 均 した 金額 は,6,255ド ル で あ り,そ の1.6%が100.08ド ル とな

る。NL州 の 場 合,2000年6月1日 の人 口528,469人 の 方 が少 な い た め,こ れ に100.08ド

ル を か け た52,890千 ドル が 閾値(Thresholdamounts)と な る。NL州 の前 年 度 の算 定

交 付 金 は,1,168,508千 ドル で あ る か ら,上 述 の 閾 値 を 控 除 し た1,115,618千 ドル

(=1,168,508-52,890)力 弍下 限 保 証 で あ る。2000年 度 の算 定 交 付 金 が1,105,214千 ドル と算

定 され た の で,そ の 差 額10,404千 ドル(=1,115,61-1,105,214)が 下 限交 付 金 と して加 算

され る。SK州 も同様 に算 定 され,161,101千 ドル の 下 限交 付金 が加 算 さ れ る。

最 後 に,2000年 度 の上 限交 付 金 は,付 表2-2の3段 目の よ うに,1999年 度 の 交 付 金 基

準 額 を100億 ドル(4)と し,こ れ にGDP成 長 率9,5%を か け た10,947,894千 ドル が 最 大 交 付

金 と な る。2000年 度 の 下 限 交 付 金 を 含 む 交 付 金 は,11,020,065千 ドル(1)で あ っ た か ら,

-72
,171千 ドル(=10,947,894-11,020,065)が 調 整額 と して カ ッ トされ る。 この調 整 額 は,

交 付 州 で 人 口按 分 され るか ら,1人 当 た り一6.1ド ル の カ ッ トと な る。
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